
総　論
文化庁では、総合的な文化行政を推進するため、文化芸

術の創造・発展・継承と教育の充実を進めるとともに、芸
術家等の育成や、文化芸術を通じた共生社会の実現、イノ
ベーションの創造や国家ブランドの構築に向けた施策を展

開しています。また、全国各地の文化財の保存・活用、博
物館の振興、地域文化の振興、食文化の振興、国語に関す
る施策の推進、文化観光の推進、著作権施策の展開、宗教
法人制度の運用等、様々な取組を行っています。

		第1節第1節	 文化芸術推進基本計画（第2期）と文化庁予算及び組織	 文化芸術推進基本計画（第2期）と文化庁予算及び組織

1	文化芸術推進基本計画（第2期）
文化芸術基本法に基づき、政府は、文化芸術に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術推進基
本計画を策定しています。

第1期計画期間中の成果と課題を踏まえ、令和5年3月
に、5年度から9年度までの5年間の文化芸術政策の基本
的な方向性を定めた文化芸術推進基本計画（第2期）を閣
議決定しました。

本計画では、5年間で取り組むべき重点取組として、以
下の七つを掲げています。
①ポストコロナの創造的な文化芸術活動の推進
②文化資源の保存と活用の一層の促進
③文化芸術を通じた次代を担う子供たちの育成
④多様性を尊重した文化芸術の振興
⑤文化芸術のグローバル展開の加速
⑥文化芸術を通じた地方創生の推進
⑦デジタル技術を活用した文化芸術活動の推進

また、これに加えて、計画期間中に効果的かつ着実に文
化芸術政策を推進するための16の施策群を整理し、具体
的な取組を推進していくこととしています。

引き続き、文化庁が中核となり、関係府省庁をはじめと
する各関係機関との連携及び協働を図りながら、本計画に

基づき文化芸術施策を総合的、一体的かつ効果的に進めて
いきます。

2	文化庁予算
令和6年度文化庁予算においては、「継承の危機に瀕す

る文化財保護の緊急強化」、「グローバル展開やデジタル化
などによる文化芸術活動の充実」、「文化振興を支える拠点
等の整備・充実」など、対前年度比1億円増の1,062億円
を計上しています（図表2-7-1）。このほか国際観光旅客
税財源を活用し、「日本博」を契機とした観光コンテンツ
の拡充、世界遺産をはじめとする文化財の抜本的活用の促
進等を通じて、文化資源を活用したインバウンドのための
環境整備を推進しています。

加えて、令和6年度補正予算として、569億円を計上し
ており、文化財の強靱化（保存修理、防火・耐震対策等）、
国立劇場再整備などを盛り込んでいます。これらに加え、
大学・専門学校等と業界が連携し、国際的な活躍を目指す
学生や社会人に必要となるスキル等を習得する育成プログ
ラムの構築・実践を、基金を活用して弾力的かつ複数年度
にわたって支援する「クリエイター等支援事業（育成プロ
グラム構築・実践）」（5年の基金の3年分）のための予算
を計上しています。

第２部　文教・科学技術施策の動向と展開第２部　文教・科学技術施策の動向と展開

文化芸術立国の実現第	7	章
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図表2-7-1 令和6年度文化庁予算

（単位：百万円）

多様な文化遺産の
公開活用の促進等
18,845（17.7%）

その他
123（0.1%）

その他
7,165
（6.7%） 芸術文化等の振興

22,213（20.9%）

その他
346（0.3%）

グローバル展開やデジタル
化などによる文化芸術活動
の充実
21,867（20.6%）

令和6年度
予算額

106,212百万円
継承の危機に
瀕する文化財
保護の緊急強
化
25,615
（24.1%）

文化財保護の充実
44,583（42.0%）

国立科学博物館
2,855（2.7%）
［運営費交付金2,855］

国立美術館
8,150（7.7%）
運営費交付金8,050
施設整備費100

国立文化財機構
9,578（9.0%）
［運営費交付金9,578］

国立文化
施設関係
32,252
（30.4%）

日本芸術文化振興会
11,669（11.0%）
運営費交付金11,669

（注）1．単位未満を各々四捨五入しているため、合計額と合致しない場合がある。
（注）2．デジタル庁一括計上分を含む

上記の他、国際観光旅客税財源を
充当する事業として8,116百万円
を観光庁に一括計上。
改め計114,329百万円

3	文化庁の京都移転と今後の取組について
令和5年3月、文化庁長官をはじめ、京都の新しい文化

庁での業務を開始しました。
文化庁の京都移転は、東京一極集中の是正にとどまら

ず、文化芸術のグローバルな展開、文化芸術のDX化、観
光や地方創生に向けた文化財の保存・活用などをはじめと
する、新たな文化行政の展開を進める上で大きな契機にな
るものと考えています。

具体的には、食文化・文化観光施策について、文化庁長
官のリーダーシップの下で総合的かつ効果的に推進するた
め、食文化推進本部・文化観光推進本部をそれぞれ設置し
ており、文化財を活用した文化観光による地方創生パッ

ケージをとりまとめるなど、地方創生を実現するための取
組を推進しています。

また、令和5年7月には、文化庁と関西広域連合・関西
経済連合会等との間で共同宣言を採択し、地方自治体・経
済団体との共同で「文化芸術立国」の実現に向けて取り組
むことに合意しました。この共同宣言においては、大阪・
関西万博を日本の美や心を世界に発信する絶好の機会とと
らえ、官民一体となって、我が国の文化芸術の国際発信と
グローバル展開にビジネスの観点・考え方を取り入れて戦
略 的 に 取 り 組 む C B X（C u l t u r a l B u s i n e s s 
Transformation）を推進していくこととしており、関係
施策を積極的に展開しています。

		第2節第2節	 文化財の保存と継承	 文化財の保存と継承

1	文化財保護を巡る近年の動向
文化財は、我が国の歴史や文化の理解のため欠くことの

できない貴重な国民的財産です。また、確実に次世代に継
承していくことにより、将来の地域づくりの核ともなりま
す。このため、文化庁では、文化財保護法等に基づき、多

種多様な文化財の保存・活用のための施策を講じていま
す。

文化財の保存技術・修理人材や用具・原材料の確保及び
支援の在り方、持続可能な文化財保存の在り方について
は、文化審議会文化財分科会の下の企画調査会において、

「持続可能な文化財の保存と活用のための方策について
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（第二次答申）」（令和4年12月16日文化審議会文化財分
科会）が取りまとめられました。また、埋蔵文化財をめぐ
る様々な課題については「これからの埋蔵文化財保護の在
り方について（第一次報告書）」（4年7月22日文化審議
会文化財分科会）が取りまとめられ、これに基づき文部科
学省において、指定相当の埋蔵文化財のリスト化等を進め
ています。

令和4年12月には、上記の答申を踏まえ、文化財の持
続可能な保存・継承体制の構築を図るための5か年計画で
ある「文化財の匠プロジェクト」を改正し、文化財修理に
不可欠な原材料のリスト化・支援充実、中堅・若手技術者
等を対象とした表彰制度の創設、国指定文化財の長期的な
修理需要予測調査などを新たに位置づけました。

本プロジェクトでは、引き続き、文化財の保存・継承の
ための用具・原材料の確保、文化財保存技術に係る人材育
成と修理等の拠点整備、文化財を適正な修理周期で修理す
るための事業規模の確保等の取組を推進します。

2	地域における文化財の保存・活用
平成30年の文化財保護法の改正により、文化財をまち

づくりに生かしつつ、地域社会総がかりでその継承に取り
組んでいくため、都道府県における文化財保存活用大綱

（以下「大綱」という。）と、市町村における文化財保存活
用地域計画（以下「地域計画」という。）の制度が規定さ
れました。大綱は、域内の文化財の保存・活用に係る基本
的な方針、広域区域ごとの取組、災害発生時の対応等を記
載した文化財の保存・活用に関する総合的な施策を盛り込
むものであり、令和7年3月末現在、45道府県で作成さ
れています。市町村の地域計画は、できる限り域内の文化
財を網羅的に把握した上で、域内の文化財の保存及び活用
に関する基本的な方針、保存及び活用のために市町村が講
ずる措置の内容等を記載するものであり、同年3月末現
在、194市町村が作成した地域計画が国の認定を受けてい
ます。作成した地域計画が国の認定を受けた場合、国に対
して登録文化財とすべき物件を提案できる特例がありま

す。また、国指定文化財の現状変更の許可等、文化庁長官
の権限である一部の事務について、現状移譲されている都
道府県・市のみならず、認定市町村でも特例的に自ら事務
を実施できることとしています。今後、この大綱及び地域
計画の作成は多くの地方公共団体で進んでいくことが見込
まれており、4年4月から施行されている地方公共団体に
よる登録制度の取組と併せて、各地域において、貴重な文
化財を確実に把握し、地域において守り育てる取組が進む
ことが期待されます。

このような地域社会総がかりでの文化財の保存・活用の
取組を促進するため、「地域文化財総合活用推進事業（地
域のシンボル整備等）」を設け、地域計画等に基づき地域
の核（シンボル）となっている国登録文化財を戦略的に活
用するための機能維持や、保存・活用を行う団体の取組等
を支援する地方公共団体を後押しすることとしています。

また、地域の多様で豊かな文化遺産を継承するため、
「地域文化財総合活用推進事業（地域文化遺産・地域計画
等）」では、文化遺産を活用した普及啓発等の取組を支援
しています。さらに「地域文化財総合活用推進事業（地域
伝統行事・民俗芸能等継承振興事業）」では、地域の伝統
行事や民俗芸能等の用具修理や後継者養成等の取組を支援
しています。

3	文化財の指定をはじめとする保存・継承のため
の取組

文化財を保存・継承するため、文化庁では、文化財保護
法に基づき、文化財のうち重要なものを指定・選定・登録
し（図表2-7-2、図表2-7-3）、現状変更や輸出等につい
て一定の制限を課す一方、有形の文化財については保存修
理、防災、買上げ等を、また、無形の文化財については伝
承者養成、記録作成等に対して補助を行うことによって文
化財の保存を図っています。

また、地域の文化財を一体的に活用する取組として、文
化財の公開施設の整備に対して補助や、展覧会等による文
化財の鑑賞機会の拡大を図るなどの支援も行っています。
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図表2-7-2 文化財保護の体系図

文化財の種類

有形文化財 （指定） 重要文化財 （指定） 国　　宝
【建造物】
【美術工芸品】
絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料等

※　重要なものを重要文化財に、世界文化の見地から価値の高いもので、
　　たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定

（登録） 登録有形文化財
※　保存と活用が特に必要なものを登録

無形文化財 （指定） 重要無形文化財
【演劇・音楽・工芸技術等】 ※　重要なものを重要無形文化財に指定

（登録） 登録無形文化財
※　保存と活用が特に必要なものを登録

（選択） 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財
※　特に必要のあるもの

民俗文化財 （指定） 重要有形民俗文化財
【有形の民俗文化財】
無形の民俗文化財に用いられる衣服・器具・家具等

※　特に重要なものを重要有形民俗文化財に指定

（指定） 重要無形民俗文化財
【無形の民俗文化財】
衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習・民俗芸能・民俗技術

※　特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定

（登録） 登録有形民俗文化財
※　保存と活用が特に必要なものを登録

（登録） 登録無形民俗文化財
※　保存と活用が特に必要なものを登録

（選択） 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
※　特に必要のあるもの

記念物 （指定） 史　　跡 （指定） 特別史跡
【遺跡】貝塚・古墳・都城跡・旧宅等
【名勝地】庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳等
【動物・植物・地質鉱物】

※　重要なものを史跡に、特に重要なものを特別史跡に指定

（指定） 名　　勝 （指定） 特別名勝
※　重要なものを名勝に、特に重要なものを特別名勝に指定

（指定） 天然記念物 （指定） 特別天然記念物
※　重要なものを天然記念物に、特に重要なものを特別天然記念物に指定

（登録） 登録記念物
※　保存と活用が特に必要なものを登録

文化的景観 重要文化的景観
※　特に重要なものを重要文化的景観として選定

【地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地】
棚田・段々畑・屋敷林・遊水地等から成る景観地

伝統的建造物群 伝統的建造物
群保存地区

重要伝統的建造
物群保存地区

※　我が国にとって価値が特に高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定
【周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群】
宿場町・城下町・農漁村等 

文化財の保存技術 （選定） 選定保存技術
【文化財の保存に必要な材料製作、
修理、修復の技術等】

埋蔵文化財

市町村の申出
に基づき選定

市町村が
条例などに
より決定

市町村の
申出に基
づき選定

※　保存の措置を講ずる必要があるものを
　　選定保存技術として選定
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図表2-7-3 文化財指定等の件数

令和 7 年 4 月 1 日現在
（最終更新日：令和 7 年 4 月 1 日）

【指　　定】
1．国宝・重要文化財

種　別　/　区　分 国　　　　宝 重　要　文　化　財

美
　
術
　
工
　
芸
　
品

絵　　　画 166 2,063
彫　　　刻 141 2,737
工　芸　品 254 2,481
書跡・典籍 235 1,933
古　文　書 63 794
考 古 資 料 50 666
歴 史 資 料 3 236

計 912 10,910

建　　造　　物 （298棟） （5,532棟）
232 2,589

合　　　　　計 1,144 13,499

（注）重要文化財の件数は、国宝の件数を含む。

2．史跡名勝天然記念物
特 別 史 跡 64 史 跡 1,911
特 別 名 勝 36 名 勝 432
特 別 天 然 記 念 物 75 天 然 記 念 物 1,040

計 175（165） 計 3,383（3,268）

（注）史跡名勝天然記念物の件数は、特別史跡名勝天然記念物の件数を含む。
史跡名勝天然記念物には重複指定があり、（　）内は実指定件数を示す。

3．重要無形文化財
各　個　認　定 保持団体等認定

指定件数 保持者数 指定件数 保持団体等数
芸 　 　 能 38 54 15 15
工 芸 技 術 33 51 16 16
合 　 　 計 71 105 31 31

4．重要有形民俗文化財 228 件

5．重要無形民俗文化財 337 件

【選　　定】
1．重要文化的景観 73 件

2．重要伝統的建造物群保存地区 129 地区

3．選定保存技術
選定件数 保　持　者 保　存　団　体

件　数 人　数 件　数 団体数
89 55 67 44 48（40）

（注）保存団体には重複認定があり、（　）内は実団体数を示す。

【登　　録】
1．登録有形文化財（建造物） 14,376 件

2．登録有形文化財（美術工芸品） 18 件

3．登録無形文化財 6 件

4．登録有形民俗文化財 52 件

5．登録無形民俗文化財 8 件

6．登録記念物 138 件
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（1）有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その

他の有形の文化的所産や考古資料、歴史資料で、我が国に
とって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものを総称して

「有形文化財」と呼んでいます。このうち、「建造物」以外
のものを「美術工芸品」と呼んでいます。有形文化財のう
ち重要なものを「重要文化財」に指定し、さらに、重要文
化財のうち世界文化の見地から特に価値の高いものを「国
宝」に指定して重点的に保護しています（図表2-7-4、図
表2-7-5）。

また、近年の国土開発や生活様式の変化等によって、消
滅の危機にある近代等の有形文化財を登録という緩やかな
手法で保護しています。

有形文化財は、主として木、紙、漆、絹等の天然素材に
由来する材料で作られているものが多く、その保存・管理
には適切な周期での修理が必要であるとともに防災対策が
欠かせません。そのため、修理等に要する費用や、建造物
については地震や火災等の被害から建造物を守るための工
事や必要な設備の設置、危険木対策等の環境保全事業に対
する補助を実施しています。

図表2-7-4 令和6年度の国宝・重要文化財（建造物）の指定

○令和 6年度の国宝（建造物）の指定
令和 6年12月 9日指定（1件）
萬
まん

福
ぷく

寺
じ

［京
きょう

都
と

府
ふ

宇
う

治
じ

市
し

］

【国宝】萬福寺大雄宝殿（写真提供：萬福寺）

○令和 6年度の重要文化財（建造物）の指定
令和 6年 8月15日指定（8件）
旧
きゅう

岩
いわ

淵
ぶち

水
すい

門
もん

［東
とう

京
きょう

都
と

北
きた

区
く

］
旧
きゅう

小
こ

菅
すげ

刑
けい

務
む

所
しょ

庁
ちょう

舎
しゃ

［東
とう

京
きょう

都
と

葛
かつ

飾
しか

区
く

］
園
おん

城
じょう

寺
じ

［滋
し

賀
が

県
けん

大
おお

津
つ

市
し

］
對
たい

龍
りゅう

山
さん

荘
そう

［京
きょう

都
と

府
ふ

京
きょう

都
と

市
し

］
齋
いつき

神
じん

社
じゃ

本
ほん

殿
でん

［京
きょう

都
と

府
ふ

綾
あや

部
べ

市
し

］
郭
かく

家
け

住
じゅう

宅
たく

［和
わ

歌
か

山
やま

県
けん

和
わ

歌
か

山
やま

市
し

］
旧
きゅう

大
おお

浜
はま

埼
さき

通
つう

航
こう

潮
ちょう

流
りゅう

信
しん

号
ごう

所
しょ

施
し

設
せつ

［広
ひろ

島
しま

県
けん

尾
おの

道
みち

市
し

］
金
こ

刀
と

比
ひ

羅
ら

宮
ぐう

［香
か

川
がわ

県
けん

仲
なか

多
た

度
ど

郡
ぐん

琴
こと

平
ひら

町
ちょう

］
令和 6年12月 9日指定（9件）
總
そう

持
じ

寺
じ

祖
そ

院
いん

［石
いし

川
かわ

県
けん

輪
わ

島
じま

市
し

］
旧
きゅう

村
むら

井
い

家
け

別
べっ

邸
てい

（長
ちょう

楽
らく

館
かん

）［京
きょう

都
と

府
ふ

京
きょう

都
と

市
し

］
金
こん

剛
ごう

峯
ぶ

寺
じ

［和
わ

歌
か

山
やま

県
けん

伊
い

都
と

郡
ぐん

高
こう

野
や

町
ちょう

］
金
こん

剛
ごう

峯
ぶ

寺
じ

金
こん

堂
どう

及
およ

び根
こん

本
ぽん

大
だい

塔
とう

［和
わ

歌
か

山
やま

県
けん

伊
い

都
と

郡
ぐん

高
こう

野
や

町
ちょう

］
瀬
せ

戸
と

内
ない

海
かい

歴
れき

史
し

民
みん

俗
ぞく

資
し

料
りょう

館
かん

［香
か

川
がわ

県
けん

高
たか

松
まつ

市
し

］
鞍
くら

崎
さき

灯
とう

台
だい

［宮
みや

崎
ざき

県
けん

日
にち

南
なん

市
し

］
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図表2-7-5 令和6年度の国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定

○令和 6年度の国宝（美術工芸品）の答申
令和 7年 3月21日答申（計 4件）
＜絵画の部＞
物
もの

語
がたり

下
した

絵
え

料
りょう

紙
し

金
こん

光
こう

明
みょう

経
きょう

巻
かん

第
だい

二
に

＜彫刻の部＞
木
もく

造
ぞう

伎
ぎ

楽
がく

面
めん

、乾
かん

漆
しつ

伎
ぎ

楽
がく

面
めん

（法
ほう

隆
りゅう

寺
じ

献
けん

納
のう

）
＜書跡・典籍の部＞
和
わ

漢
かん

朗
ろう

詠
えい

集
しゅう

（唐
から

紙
かみ

）
＜考古資料の部＞
太
おおの

安
やす

萬
ま

侶
ろ

銅
どう

板
ばん

墓
ぼ

誌
し

○令和 6年度の重要文化財（美術工芸品）の答申
令和 7年 3月21日答申（42件）
＜絵画の部＞
絵
え し の

師草
そう

紙
し

ベルサリエーレの歩
ほ

哨
しょう

（松
まつ

岡
おか

寿
ひさし

筆
ひつ

）
南
なん

蛮
ばん

船
せん

・唐
とう

船
せん

入
にゅう

港
こう

図
ず

大
おお

津
つ

唐
から

崎
さき

図
ず

（岸
きし

竹
ちく

堂
どう

筆
ひつ

）
僧
そう

形
ぎょう

八
はち

幡
まん

神
しん

像
ぞう

在
ざい

山
ざん

素
そ

璿
せん

像
ぞう

（明
みょう

兆
ちょう

筆
ひつ

）
花
か

下
か

群
ぐん

舞
ぶ

図
ず

＜彫刻の部＞
木
もく

造
ぞう

護
ご

法
ほう

童
どう

子
じ

立
りゅう

像
ぞう

木
もく

造
ぞう

如
にょ

意
い

輪
りん

観
かん

音
のん

坐
ざ

像
ぞう

木
もく

造
ぞう

神
しん

像
ぞう

木
もく

造
ぞう

地
じ

蔵
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

立
りつ

像
ぞう

〈康
こう

俊
しゅん

作
さく

／〉
木
もく

造
ぞう

愛
あい

染
ぜん

明
みょう

王
おう

坐
ざ

像
ぞう

木
もく

造
ぞう

釈
しゃ

迦
か

如
にょ

来
らい

坐
ざ

像
ぞう

、木
もく

造
ぞう

二
に

天
てん

王
のう

立
りゅう

像
ぞう

＜工芸品の部＞
宇
う

治
じ

川
がわ

蛍
ほたる

蒔
まき

絵
え

料
りょう

紙
し

硯
すずり

箱
ばこ

〈飯
いい

塚
づか

桃
とう

葉
よう

作
さく

／安
あん

永
えい

四
よ

年
ねん

〉
七
しっ

宝
ぽう

四
し

季
き

花
か

鳥
ちょう

図
ず

花
か

瓶
びん

〈並
なみ

河
かわ

靖
やす

之
ゆき

作
さく

／〉
旭
きょく

彩
さい

山
やま

桜
ざくら

図
ず

花
か

瓶
びん

〈三
さん

代
だい

清
せい

風
ふう

與
よ

平
へい

作
さく

／〉
小
こ

袖
そで

裂
ぎれ

打
うち

敷
しき

（高
こう

台
だい

寺
じ

伝
でん

来
らい

）
刺
し

繡
しゅう

聖
せい

母
ぼ

子
し

像
ぞう

花
か

鳥
ちょう

文
もん

様
よう

壁
かべ

掛
かけ

＜書跡・典籍の部＞
論
ろん

語
ご

疏
そ

巻
かん

第
だい

六
ろく

金
こん

光
こう

明
みょう

最
さい

勝
しょう

王
おう

経
きょう

元
げん

版
ぱん

大
だい

般
はん

若
にゃ

経
きょう

＜古文書の部＞
西
さい

隆
りゅう

寺
じ

跡
あと

出
しゅつ

土
ど

木
もっ

簡
かん

東
とう

寺
じ

光
こう

明
みょう

真
しん

言
ごん

講
こう

過
か

去
こ

帳
ちょう

並
ならびに

現
げん

在
ざい

帳
ちょう

仁
にん

和
な

寺
じ

笈
おい

文
もん

書
じょ

（三百十九通）
琉
りゅう

球
きゅう

家
か

譜
ふ

、琉
りゅう

球
きゅう

家
か

譜
ふ

関
かん

係
けい

文
もん

書
じょ

（二十一通）
琉
りゅう

球
きゅう

家
か

譜
ふ

、琉
りゅう

球
きゅう

家
か

譜
ふ

関
かん

係
けい

文
もん

書
じょ

（百三十通） 
＜考古資料の部＞
奈
な

良
ら

県
けん

飛
あす

鳥
か

池
いけ

遺
い

跡
せき

出
しゅつ

土
ど

品
ひん

青
あお

森
もり

県
けん

大
おお

平
だい

山
やま

元
もと

遺
い

跡
せき

出
しゅつ

土
ど

品
ひん

群
ぐん

馬
ま

県
けん

金
かな

井
い

遺
い

跡
せき

群
ぐん

出
しゅつ

土
ど

品
ひん

深
ふか

鉢
ばち

形
がた

土
ど

器
き

静
しず

岡
おか

県
けん

伊
い

場
ば

遺
い

跡
せき

群
ぐん

出
しゅつ

土
ど

品
ひん

福
ふく

岡
おか

県
けん

西
にし

新
じん

町
まち

遺
い

跡
せき

出
しゅつ

土
ど

品
ひん

白
しろ

地
じ

鉄
てつ

絵
え

鳥
ちょう

文
もん

壺
つぼ

宮
みや

崎
ざき

県
けん

百
むか

足
で

塚
づか

古
こ

墳
ふん

出
しゅつ

土
ど

埴
はに

輪
わ

鹿
か

児
ご

島
しま

県
けん

山
やま

ノ
の

口
くち

遺
い

跡
せき

出
しゅつ

土
ど

品
ひん

＜歴史資料の部＞
人
じん

物
ぶつ

写
しゃ

真
しん

帖
ちょう

〈明
めい

治
じ

十
じゅう

二
に

年
ねん

明
めい

治
じ

天
てん

皇
のう

下
か

命
めい

／大
おお

蔵
くら

省
しょう

印
いん

刷
さつ

局
きょく

等
とう

製
せい

作
さく

〉
霊
れい

憲
けん

候
こう

簿
ぼ

東
とう

寺
じ

稲
いな

荷
り

御
おい

出
で

講
こう

枡
ます

〈永
えい

正
しょう

十
じゅう

六
ろく

年
ねん

九
く

月
がつ

吉
きち

日
じつ

／周
しゅう

善
ぜん

等
ら

連
れん

署
しょ

刻
こく

銘
めい

〉
参
さん

宮
ぐう

人
にん

帳
ちょう

・御
おはらい

祓 賦
くばり

帳
ちょう

（橋
はし

村
むら

肥
ひ

前
ぜん

大
だ

夫
ゆう

家
け

伝
でん

来
らい

）
伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

測
そく

量
りょう

図
ず

伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

測
そく

量
りょう

図
ず

（実
じっ

測
そく

輿
よ

地
ち

図
ず

）
宮
みや

良
ら

殿
どぅん

内
ち

家
け

関
かん

係
けい

資
し

料
りょう

和
わ

漢
かん

朗
ろう

詠
えい

集
しゅう

（唐
から

紙
かみ

）　画像提供：皇居三の丸尚蔵館

（２）無形文化財
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が

国にとって歴史上又は芸術上価値の高いものを「無形文化
財」と呼んでいます。無形文化財は、人間の「わざ」その
ものであり、具体的にはその「わざ」を体現・体得した個
人又は団体によって表現されます。

無形文化財のうち重要なものを「重要無形文化財」に指
定し、同時に、これらの「わざ」を高度に体現・体得して
いる者又は団体を「保持者」又は「保持団体」として認定
しています（図表2-7-6）。保持者の認定には、重要無形
文化財である芸能又は工芸技術を高度に体現・体得してい
る者を認定する「各個認定」（この保持者がいわゆる「人

間国宝」）と、二人以上の者が一体となって舞台を構成し
ている芸能の場合は、その「わざ」を高度に体現している
者が構成している団体の構成員を認定する「総合認定」が
あります。また、「保持団体認定」は、重要無形文化財の
性格上個人的特色が薄く、かつ、その「わざ」を保持する
者が多数いる場合、これらの者が主な構成員となっている
団体を認定するものです。

重要無形文化財の各個認定の保持者に対し、「わざ」の
錬磨向上と伝承者の養成のための特別助成金を交付すると
ともに、重要無形文化財の総合認定保持者が構成する団体
や保持団体、地方公共団体等が行う伝承者養成事業、公開
事業等を補助しています。また、我が国にとって歴史上、
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芸術上価値の高い重要無形文化財（工芸技術）を末永く継
承し保護していくため、保持者の作品等の無形文化財資料
を購入したり、その「わざ」を映像で記録して公開したり
しています。

また、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文
化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に
必要とされるものを登録無形文化財として登録していま
す。

図表2-7-6 令和6年度の重要無形文化財の指定・認定

令和 6年10月 9日指定・認定
○芸能の部
・常

と き わ

磐津
ず

節
ぶし

浄
じょう

瑠
る

璃
り

 井
い

筒
づつ

　泰
やす

弘
ひろ

（芸名　常
と き わ

磐津
ず

　一
かず

佐
さ

太
だ

夫
ゆう

）
・浪

ろう

曲
きょく

語
かた

り 福
ふく

本
もと

　一
かず

光
みつ

（芸名　京
きょう

山
やま

　幸
こう

枝
し

若
わか

）

○工芸技術の部
・青

せい

磁
じ

 神
しん

農
のう

　巌
いわお

・八
や

重
え

山
やま

上
じょう

布
ふ

 新
あら

垣
かき

　幸
さち

子
こ

・沈
ちん

金
きん

 西
にし

　勝
かつ

廣
ひろ

・竹
ちく

工
こう

芸
げい

 岐
き

部
べ

　正
まさ

芳
よし

（雅号　岐
き

部
べ

　笙
せい

芳
ほう

）

（3）民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民

俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家
屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠く
ことのできないものを「民俗文化財」と呼んでいます。民
俗文化財には有形のものと無形のものがあります。

有形、無形の民俗文化財のうち特に重要なものを「重要
有形民俗文化財」、「重要無形民俗文化財」に指定し、保存
しています（図表2-7-7）。また、重要有形民俗文化財・
重要無形民俗文化財以外の民俗文化財のうち、保存・活用
のための措置が特に必要とされるものを「登録有形民俗文
化財」、「登録無形民俗文化財」に登録するとともに、重要
無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に記録作
成等を行う必要があるものを「記録作成等の措置を講ずべ
き無形の民俗文化財」に選択しています。

民俗文化財は日常生活に基盤を置くものであり、近年の
急激な社会構造や生活様式の変化によって変容・衰退のお
それがあります。文化庁では、重要有形民俗文化財に指定
された衣服や器具・家屋等を保護するため、管理や修理、
保存活用施設の整備等の事業を補助するとともに、重要無
形民俗文化財に関する伝承者の養成や用具等の修理・新調
等の事業に対しても補助を行っています。また、文化庁が
選択した無形の民俗文化財を対象に、特に変容・衰滅のお
それが高いものについて、計画的に映像等による記録保存
を確実に進めています。

図表2-7-7 令和6年度の重要有形民俗文化財等の
指定

令和 7年 3月28日指定
○重要有形民俗文化財の指定（1件）

・長
なが

崎
さき

のかくれキリシタン信
しん

仰
こう

用
よう

具
ぐ

○重要無形民俗文化財（4件）

・白
しろ

鳥
とり

の拝
はい

殿
でん

踊
おどり

・瀧
たき

山
さん

寺
じ

鬼
おに

祭
まつ

り
・吉

よし

田
だ

祭
まつり

のお練
ね

り 行
ぎょう

事
じ

・岩
いわ

川
がわ

の弥
や

五
ご

郎
ろう

人
にん

形
ぎょう

行
ぎょう

事
じ

（4）記念物
貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国

にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、
峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上
又は観賞上価値の高いもの、動物や植物、地質鉱物で我が
国にとって学術上価値の高いものを総称して「記念物」と
呼んでいます。記念物のうち重要なものを、遺跡は「史
跡」に、名勝地は「名勝」に、動物、植物、地質鉱物は

「天然記念物」に指定し、さらに、それらのうち特に重要
なものについては、「特別史跡」、「特別名勝」、「特別天然
記念物」に指定して保護しています（図表2-7-8）。

指定・登録された史跡等について、保存と活用を図るた
めの計画策定や整備等を行う所有者、管理団体等に対する
補助を行うとともに、地方公共団体が史跡等を公有化する
事業に対する補助を実施しています。
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図表2-7-8 令和6年度の史跡名勝天然記念物の指定

○令和 6年度の特別史跡の指定
令和 6年10月11日指定（1件）
福
ふく

井
い

洞
どう

窟
くつ

［長
なが

崎
さき

県
けん

佐
さ

世
せ

保
ぼ

市
し

］
○令和 6年度の史跡の指定
令和 6年10月11日指定（10件）
黒
くろ

山
やま

の昔
むかし

穴
あな

遺
い

跡
せき

［岩
いわ

手
て

県
けん

九
くの

戸
へ

郡
ぐん

九
くの

戸
へ

村
むら

］
西
にし

方
かた

城
じょう

跡
あと

［栃
とち

木
ぎ

県
けん

栃
とち

木
ぎ

市
し

］
上
こう

野
ずけ

国
こく

分
ぶん

尼
に

寺
じ

跡
あと

［群
ぐん

馬
ま

県
けん

高
たか

崎
さき

市
し

］
デーノタメ遺

い

跡
せき

［埼
さい

玉
たま

県
けん

北
きた

本
もと

市
し

］
坊
ぼう

の塚
つか

古
こ

墳
ふん

［岐
ぎ

阜
ふ

県
けん

各
かか

務
みが

原
はら

市
し

］
東
とう

氏
し

館
やかた

跡
あと

及び篠
しの

脇
わき

城
じょう

跡
あと

［岐
ぎ

阜
ふ

県
けん

郡
ぐ

上
じょう

市
し

］
高
たか

尾
お

山
さん

古
こ

墳
ふん

［静
しず

岡
おか

県
けん

沼
ぬま

津
づ

市
し

］
物
も

集
ず

女
め

城
じょう

跡
あと

［京
きょう

都
と

府
ふ

向
むこ

日
う

市
し

］
平
ひら

城
じょう

貝
かい

塚
づか

［愛
え

媛
ひめ

県
けん

南
みなみ

宇
う

和
わ

郡
ぐん

愛
あい

南
なん

町
ちょう

］
六
ろく

郷
ごう

山
さん

［大
おお

分
いた

県
けん

国
くに

東
さき

市
し

・豊
ぶん

後
ご

高
たか

田
だ

市
し

］
令和 7年 3月10日指定（6件）
松
まつ

倉
くら

城
じょう

跡
あと

［岐
ぎ

阜
ふ

県
けん

高
たか

山
やま

市
し

］
前
まえ

畑
はた

遺
い

跡
せき

［福
ふく

岡
おか

県
けん

筑
ちく

紫
し

野
の

市
し

］
島
しま

原
ばら

城
じょう

跡
あと

［長
なが

崎
さき

県
けん

島
しま

原
ばら

市
し

］
越
こし

高
たか

遺
い

跡
せき

［長
なが

崎
さき

県
けん

対
つ

馬
しま

市
し

］

臼
うす

杵
き

城
じょう

跡
あと

［大
おお

分
いた

県
けん

臼
うす

杵
き

市
し

］
与
よ

論
ろん

城
じょう

跡
あと

［鹿
か

児
ご

島
しま

県
けん

大
おお

島
しま

郡
ぐん

与
よ

論
ろん

町
ちょう

］
○令和 6年度の名勝の指定
令和 6年10月11日指定（2件）
鳥
とり

潟
がた

会
かい

館
かん

庭
てい

園
えん

［秋
あき

田
た

県
けん

大
おお

館
だて

市
し

］
西
にし

氏
し

庭
てい

園
えん

［石
いし

川
かわ

県
けん

金
かな

沢
ざわ

市
し

］
令和 7年 3月10日指定（1件）
納
の

池
いけ

［大
おお

分
いた

県
けん

竹
たけ

田
た

市
し

］

福井洞窟（写真提供：佐世保市）

（5）文化的景観
山間に広がる棚田、野焼きにより維持される牧野、防風

林が廻らされる集落等、地域における人々の生活又は生業
と当該地域の風土により形成された景観地で、国民の生活
や生業を理解するために欠くことのできないものを「文化
的景観」と呼んでいます。都道府県又は市町村が定めた文
化的景観のうち、その申出に基づき、特に重要なものを文
部科学大臣は「重要文化的景観」に選定します（図表
2-7-9）。申出に当たり、地方公共団体は、当該文化的景
観が景観法に規定される景観計画区域又は景観地区に含ま
れていること、自然・緑地・農地等を保全する法律に基づ
く条例で保存の措置が講じられていること、文化的景観保

存活用計画が策定されていること等の要件を満たす必要が
あります。

文化庁では、地方公共団体が行う文化的景観の保存調査
や保存活用計画の策定、重要文化的景観の整備、勉強会や
ワークショップ等の普及啓発事業等に補助を行っていま
す。

（6）伝統的建造物群
周囲の環境と一体を成して歴史的風致を形成している伝

統的な建造物群で価値が高いものを「伝統的建造物群」と
呼んでおり、城下町や宿場町、門前町、農山村集落などが
これに当たります。伝統的建造物群を有する市町村は、伝
統的建造物群やこれと一体を成して価値を形成している環
境を保存するために「伝統的建造物群保存地区」を定め、
伝統的建造物の現状変更の規制等を行い、歴史的集落や町
並みの保存と活用を図っています。文化庁では、伝統的建
造物群保存地区のうち、市町村の申出に基づき、我が国に
とってその価値が特に高いものを「重要伝統的建造物群保
存地区」に選定しています（図表2-7-10）。
「伝統的建造物群」を持つ市町村が行う伝統的建造物群

の保存状況等の調査や、重要伝統的建造物群保存地区内の
伝統的建造物の修理、伝統的建造物以外の建築物等の修
景、伝統的建造物群と一体を成して価値を形成している環
境の復旧、防災計画を策定するための経費、防災のための
施設・設備の整備、建造物や土地の公有化等の事業を補助
しています。

図表2-7-9 令和6年度の重要文化的景観の選定

令和 6年10月11日選定（1件）
大
おお

谷
や

の奇
き

岩
がん

群
ぐん

と採
さい

石
せき

産
さん

業
ぎょう

の文
ぶん

化
か

的
てき

景
けい

観
かん

［栃
とち

木
ぎ

県
けん

宇
う

都
つの

宮
みや

市
し

］

大谷の奇岩群と採石産業の文化的景観（写真提供：宇都宮市）
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図表2-7-10 令和6年度の重要伝統的建造物群保存
地区の選定

令和 6年 8月15日選定（2件）
佐
さ

渡
ど

市
し

小
お

木
ぎ

町
まち

伝統的建造物群保存地区［新
にい

潟
がた

県
けん

佐
さ

渡
ど

市
し

］
須
す

坂
ざか

市
し

須
す

坂
ざか

伝統的建造物群保存地区［長
なが

野
の

県
けん

須
す

坂
ざか

市
し

］

佐渡市小木町伝統的建造物群保存地区（写真提供：佐渡市役所）

（7）文化財の保存技術
我が国固有の文化によって生み出され、現在まで保存・

継承されてきた文化財を確実に後世へ伝えていくために欠
くことのできない文化財の修理技術・技能やこれらに用い
られる材料・道具の製作技術等を「文化財の保存技術」と
呼んでいます。文化財の保存技術のうち保存の措置を講ず
る必要があるものを「選定保存技術」に選定するととも
に、その技術を正しく体得している者を「保持者」とし
て、技術の保存のための事業を行う団体を「保存団体」と
して、それぞれ認定し、保護を図っています（図表2-7-11）。

図表2-7-11 令和6年度の選定保存技術の選定・認定

令和 6年10月 9日選定・認定
○有形文化財等関係
・屋

や

根
ね

瓦
がわら

製
せい

作
さく

（琉
りゅう

球
きゅう

瓦
がわら

） 八
はち

幡
まん

　昇
のぼる

・漆
しっ

工
こう

品
ひん

修
しゅう

理
り

 室
むろ

瀬
せ

　和
かず

美
み

・漆
しっ

工
こう

品
ひん

修
しゅう

理
り

 松
まつ

本
もと

　達
たつ

弥
や

・美
び

術
じゅつ

工
こう

芸
げい

品
ひん

保
ほ

存
ぞん

桐
きり

箱
ばこ

製
せい

作
さく

 鈴
すず

鹿
か

　五
ご

郎
ろう

・屋
や

根
ね

瓦
がわら

葺
ぶき

（琉
りゅう

球
きゅう

瓦
がわら

葺
ぶき

） 琉
りゅう

球
きゅう

瓦
がわら

葺
ぶき

技
ぎ

術
じゅつ

保
ほ

存
ぞん

会
かい

・茅
かや

葺
ぶき

 一般社団法人日
に

本
ほん

茅
かや

葺
ぶ

き文
ぶん

化
か

協
きょう

会
かい

〇無形文化財等関係
・玉

たま

鋼
はがね

製
せい

造
ぞう

（たたら吹
ぶ

き） 堀
ほり

尾
お

　薫
かおる

・日
に

本
ほん

産
さん

漆
うるし

生
せい

産
さん

・精
せい

製
せい

 特定非営利活動法人丹
たん

波
ば

漆
うるし

〇有形文化財等関係及び無形文化財等関係
・研

とぎ

炭
ずみ

製
せい

造
ぞう

 木
き

戸
ど

口
ぐち

　武
たけ

夫
お

（8）文化財を確実に次世代に継承するための取組の充実
無形文化財の伝承や有形文化財の保存修理等のために必

要となる伝統的な用具・原材料の入手が困難となってきて
いる状況を受けて、その安定的な確保を目指し、関連技術
の内容や生産現場の実状を正確に把握するための実態調査
や科学的な調査等を行っています。

また、「ふるさと文化財の森システム推進事業」におい
て、資材供給林（ふるさと文化財の森）を全国95箇所設
定し（図表2-7-12）、建造物の保存のために必要な原材料
のうち山野から供給される木材（特に大径材、高品位材
等、市場からの調達が困難なもの）、檜皮、茅、漆等の植
物性資材の安定的な確保に向けた支援を行うとともに、当
該資材に関する技能者の育成等を行っています。

さらに、美術工芸品を災害や盗難等の被害から守るた
め、手引の作成や研修会の開催など、防災・防犯意識の向
上や有効な対策への理解を促進するための取組を実施する

とともに、海外流出や散逸等のおそれがある国宝・重要文
化財等についても、国で買い取り保存しています。あわせ
て、海外流出を防ぐために、古美術品を海外に輸出する際
には、当該古美術品が国宝・重要文化財に指定されておら
ず重要美術品に認定されていないことを証明する「古美術
品輸出鑑査証明」を発行しています。また、美術工芸品の
活用を図るため、文化財保存施設の整備の推進や、国宝・
重要文化財が出品される展覧会への支援とともに、国所有
の国宝・重要文化財を文化庁主催展覧会に出品したり、博
物館等に貸与したりしています。

国宝・重要文化財（美術工芸品）について、令和7年3
月末の調査時点における全指定件数1万910件のうち、
所在不明の文化財は135件、追加確認の必要がある文化
財は35件でした。なお、平成31年2月から文化庁ウェブ
サイト上で、これらに関連する最新情報を公表していま
す。
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図表2-7-12 ふるさと文化財の森　設定地一覧

4	埋蔵文化財の保護
「埋蔵文化財」（土地に埋蔵されている文化財）は、その

土地に生きた人々の営みを示す遺産であり、土地に刻まれ
た地域の歴史と文化そのものです。

埋蔵文化財を保護するために、「埋蔵文化財包蔵地」（全
国に約47万2,000件）として周知された土地で開発事業
等を行う場合、事前にその遺跡の内容を確認するための試
掘・確認調査等を行います。そして、遺跡を現状保存する
ために調整を行いますが、やむを得ず現状保存できない場
合は、遺跡の記録を作成してそれを保存するための発掘調
査が必要になります（記録保存調査）。また、地域にとっ
て重要な遺跡を積極的に現状保存するために、発掘調査を
行う場合もあります（保存目的調査等）。

現在、毎年約8,000件の発掘調査が全国で行われ、多く
の成果が得られています。文化庁では、その成果をより多
くの国民に、できるだけ早く、分かりやすく伝えるため
に、毎年「発掘された日本列島」展を開催しています。第
30回目となる令和6年度の展覧会は、千葉県立中央博物
館 、弘前市立博物館、大阪府立弥生文化博物館・大阪府

立近つ飛鳥博物館、大野城心のふるさと館を巡回し、実施
しました。

令和5年度からは、労働者不足や物価上昇等の課題に対
応するため、三次元技術等の最新技術を遺跡の把握や発掘
調査に導入し、普及させるために必要な調査研究を実施し
ています。また、水中に所在する埋蔵文化財（水中遺跡）
の保護を推進するため、地方自治体での調査の実践と調査
技術の共有等を目的とした調査研究も進めています。

5	古墳壁画の保存と活用
我が国では2例しか確認されていない極彩色古墳壁画で

ある高松塚古墳及びキトラ古墳の両古墳壁画は、それぞれ
「国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設」及び「キトラ古墳壁
画保存管理施設」で保存管理・活用等が行われています。
国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設においては、令和6年度
は修理作業室の公開を行い、合計28日間の公開期間中に
4,490人の来場がありました。

国宝高松塚古墳壁画は、石室を解体して壁画を修理する
保存方針に基づき、仮設修理施設において保存修理作業等
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を実施し、令和元年度に修理が終わりました。令和5年度
に策定した基本計画を基に、修理終了後の当分の間、壁画
及び石室石材を保存展示するための施設として、高松塚古
墳壁画保存管理公開活用施設（仮称）の整備の準備を進め
ています。

キトラ古墳壁画は、令和元年7月に国宝に指定されまし
た。特別史跡キトラ古墳と国宝キトラ古墳壁画の恒久的な
保存と確実な継承のため、国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周
辺地区のキトラ古墳壁画保存管理施設（キトラ古墳壁画体
験館「四神の館」内）で一般公開を行い、6年度は4回の
公開期間中（112日間）、合計2万5,767人の来場があり
ました。

6	世界文化遺産と無形文化遺産
（1）世界文化遺産

世界遺産条約（世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関

する条約）は、顕著な普遍的価値を持つ文化遺産・自然遺
産を、人類全体のための世界の遺産として損傷・破壊等の
脅威から保護することを目的として、昭和47年に国際連
合教育科学文化機関（UNESCO：ユネスコ）総会で採択
され、我が国は平成4年に条約を締結しました。令和7年
3月末現在の締約国数は196か国になっています。

毎年1回開催される世界遺産委員会では、締約国からの
推薦や諮問機関の評価等に基づいて審議が行われ、顕著な
普遍的価値を持つと認められる文化遺産・自然遺産が世界
遺産一覧表に記載されます。令和7年3月末現在で1,223
件の遺産（文化遺産952件、自然遺産231件、複合遺産
40件）が記載されています。6年7月に「佐渡島の金山」
が記載され、我が国の世界遺産一覧表記載物件は文化遺産
21件、自然遺産5件となっています（図表2-7-13）。

令和7年現在、「飛鳥・藤原の宮都」を世界文化遺産と
して推薦しており、令和8年夏頃に開催される世界遺産委
員会で登録の可否が決定される予定です。
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図表2-7-13 我が国の世界遺産一覧

記載物件名 所在地 記載年 区分
① 法隆寺地域の仏教建造物 奈良県 平成 5 年 文化
② 姫路城 兵庫県 平成 5 年 文化
③ 屋久島 鹿児島県 平成 5 年 自然
④ 白神山地 青森県・秋田県 平成 5 年 自然
⑤ 古都京都の文化財（京都市，宇治市，大津市） 京都府・滋賀県 平成 6 年 文化
⑥ 白川郷・五箇山の合掌造り集落 岐阜県・富山県 平成 7 年 文化
⑦ 原爆ドーム 広島県 平成 8 年 文化
⑧ 厳島神社 広島県 平成 8 年 文化
⑨ 古都奈良の文化財 奈良県 平成10年 文化
⑩ 日光の社寺 栃木県 平成11年 文化
⑪ 琉球王国のグスク及び関連遺産群 沖縄県 平成12年 文化
⑫ 紀伊山地の霊場と参詣道 三重県・奈良県・和歌山県 平成16年 文化
⑬ 知床 北海道 平成17年 自然
⑭ 石見銀山遺跡とその文化的景観 島根県 平成19年 文化
⑮ 小笠原諸島 東京都 平成23年 自然
⑯ 平泉―仏国土（浄土）を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群― 岩手県 平成23年 文化
⑰ 富士山―信仰の対象と芸術の源泉 山梨県・静岡県 平成25年 文化
⑱ 富岡製糸場と絹産業遺産群 群馬県 平成26年 文化

⑲ 明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼，造船，石炭産業 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・
山口県・岩手県・静岡県 平成27年 文化

⑳ 国立西洋美術館（ル・コルビュジエの建築作品－近代建築運動への顕著な貢献－） 東京都（他フランス・ドイツ・スイス・ベル
ギー・アルゼンチン・インド） 平成28年 文化

㉑ 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 福岡県 平成29年 文化
㉒ 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 長崎県・熊本県 平成30年 文化
㉓ 百舌鳥・古市古墳群　-古代日本の墳墓群- 大阪府 令和元年 文化
㉔ 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島 鹿児島県・沖縄県 令和 3 年 自然
㉕ 北海道・北東北の縄文遺跡群 北海道・青森県・岩手県・秋田県 令和 3 年 文化
㉖ 佐渡島の金山 新潟県 令和 6 年 文化

（２）無形文化遺産の保護に関する取組
世界各地において、生活様式の変化など社会の変容に

伴って、多くの無形文化遺産が衰退や消滅の危機にさらさ
れる中、平成15年のユネスコ総会において、無形文化遺
産の保護に関する条約が採択され、18年4月に発効しま
した。我が国は、16年に3番目の締約国となりました。
令和7年3月末現在、この条約には184か国が加盟して
います。この条約では、無形文化遺産を保護することを目
的として、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表（代表
一覧表）」の作成、無形文化遺産の保護のための国際的な

協力及び援助体制の確立、締約国が取るべき必要な措置等
について規定されています。

令和6年12月、「伝統的酒造り」が無形文化遺産代表一
覧表に記載され、現在、我が国からの代表一覧表記載件数
は23件となっています（図表2-7-14）。

令和7年現在、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表への新
規提案として「書道」を、拡張提案として「和紙：日本の
手漉和紙技術」、「山・鉾・屋台行事」、「伝統建築工匠の
技：木造建造物を受け継ぐための伝統技術」を提案してい
ます。
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図表2-7-14 代表一覧表に記載されている我が国の無形文化遺産

名　　称 記載年 名　　称 記載年

能
ノウ

楽
ガク

平成20年記載 結
ユウ

城
キ

紬
ツムギ

平成22年記載

人
ニン

形
ギョウ

浄
ジョウ

瑠
ル

璃
リ

文
ブン

楽
ラク

平成20年記載 壬
ミ

生
ブ

の花
ハナ

田
タ

植
ウエ

平成23年記載

歌
カ

舞
ブ

伎
キ

平成20年記載 佐
サ

陀
ダ

神
シン

能
ノウ

平成23年記載

雅
ガ

楽
ガク

平成21年記載 那
ナ

智
チ

の田
デン

楽
ガク

平成24年記載

小
オ

千
ヂ

谷
ヤ

縮
チヂミ

・越
エチ

後
ゴ

上
ジョウ

布
フ

平成21年記載 和
ワ

食
ショク

；日
ニ

本
ホン

人
ジン

の伝
デン

統
トウ

的
テキ

な食
ショク

文
ブン

化
カ

平成25年記載

奥
オク

能
ノ

登
ト

のあえのこと 平成21年記載 和
ワ

紙
シ

：日
ニ

本
ホン

の手
テ

漉
スキ

和
ワ

紙
シ

技
ギ

術
ジュツ

平成26年記載

早
ハ ヤ チ ネ カ グ ラ

池峰神楽 平成21年記載 山
ヤマ

・鉾
ホコ

・屋
ヤ

台
タイ

行
ギョウ

事
ジ

平成28年記載

秋
アキ

保
ウ

の田
タ

植
ウエ

踊
オドリ

平成21年記載 来
ライ

訪
ホウ

神
シン

：仮
カ

面
メン

・仮
カ

装
ソウ

の神
カミ

々
ガミ

平成30年度記載

大
ダイ

日
ニチ

堂
ドウ

舞
ブ

楽
ガク

平成21年記載 伝
デン

統
トウ

建
ケン

築
チク

工
コウ

匠
ショウ

の技
ワザ

：木
モク

造
ゾウ

建
ケン

造
ゾウ

物
ブツ

を受
ウ

け継
ツ

ぐための伝
デン

統
トウ

技
ギ

術
ジュツ

令和 2 年記載

題
ダイ

目
モク

立
タテ

平成21年記載 風
フ

流
リュウ

踊
オドリ

令和 4 年記載

アイヌ古
コ

式
シキ

舞
ブ

踊
ヨウ

平成21年記載 伝
デン

統
トウ

的
テキ

酒
サケ

造
ヅク

り 令和 6 年記載

組
クミ

踊
オドリ

平成22年記載

7	文化財の防火対策
平成31年4月のノートルダム大聖堂（フランス）にお

いて発生した火災を受け、文化財の総合的な防火対策の検
討・実施に資するよう国宝・重要文化財（建造物）及び国
宝・重要文化財（美術工芸品）を保管する博物館等の防火
対策ガイドライン（同年9月2日策定）を作成しました。
加えて、令和元年10月の首里城正殿等の火災を受け、同
ガイドラインの改訂を行うとともに、世界遺産や国宝を対
象とした総合的・計画的な防火対策を重点的に進めるた

め、「世界遺産・国宝等における防火対策5か年計画」（同
年12月23日文部科学大臣決定）を策定しました。同計画
については、6年12月4日の改定により、7年度まで1
年延長して取り組むこととし、文化財の防火対策を進めて
います。

また、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化
対策」（令和2年12月11日閣議決定）に、文化財の防火
対策・耐震対策を追加し、火災や地震から文化財を守るた
めの対策を重点的に実施しています。

		第3節第3節	 文化財をはじめとする文化資源を活用した付加価値の創出	 文化財をはじめとする文化資源を活用した付加価値の創出

1	文化資源を活用したインバウンドのための環
境整備

平成28年に策定された「明日の日本を支える観光ビ
ジョン」において、「文化財の観光資源としての開花」が
掲げられました。令和5年3月に閣議決定された「観光立
国推進基本計画」をはじめとする計画等においても、文化
資源の観光資源としての魅力の向上等が掲げられており、
そうした政府方針を踏まえ、文化庁では文化資源の磨き上
げや高付加価値化等、インバウンドにとって文化資源がよ
り魅力的なものとなるような取組への支援を行っていま
す。

2	文化資源を活用した経済活性化の促進
平成31年1月に、国際観光旅客税が創設され、観光先

進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化が推進されていま

す。
文化庁では、文化財をはじめとした我が国固有の文化資

源についても、国内外問わず多くの人々にその歴史的価
値・魅力を発信するため、新たな付加価値を付け、より魅
力的なものとなるよう磨き上げる取組を支援しています。

具体的には、2025年大阪・関西万博に向けて、日本各
地の最高峰の文化資源を更に磨き上げる「日本博2.0」や、
全国各地の魅力的な文化財を高付加価値化して活用（特別
な歴史体験、夜間活用、ユニークベニュー等）するための
コンテンツ造成を支援する事業等によって、観光インバウ
ンドに資するコンテンツの創出を進めるとともに、日本文
化の魅力を効果的にオンライン発信することで、観光振
興・地域経済の活性化の好循環を促進していきます。
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		第4節第4節	 文化観光の推進	 文化観光の推進

1	文化観光推進法に基づく文化観光拠点の整備等
文化の振興を起点として、観光の振興、地域の活性化に

つなげ、その経済効果が文化の振興に再投資される好循環

を創出するためには、文化についての理解を深めることを
目的とする観光（文化観光）を促進していくことが重要で
す。

図表2-7-15 文化観光推進法で目指す文化・観光・経済の好循環

こうした観点から、博物館等の文化施設を拠点として、
地域における文化観光を推進するため、「文化観光拠点施
設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法
律」（「文化観光推進法」）に基づき、令和6年度までに、
57件の拠点計画及び地域計画を認定しています。これら
の計画に基づき、各文化観光拠点施設の魅力向上や文化観
光を推進する地域における来訪者の利便性の向上に資する
取組等の支援を行いました。

2	日本遺産の魅力発信
地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を

語るストーリーを「日本遺産（Japan Heritage）」として

認定し、ストーリーを語る上で不可欠な魅力ある有形・無
形の様々な文化財群を総合的に活用する取組を支援してい
ます。

日本遺産については、認定件数を100件程度とする方
針を堅持することとされており、令和7年2月時点で104
件が認定されています。また、各認定地域の取組状況等を
毎年度評価することとしており、6年度は、平成27年度
認定地域、30年度認定地域、及び令和3年度候補地域を
対象に、総括評価・継続審査及び点数評価プロセスを実施
しました。その結果、1件を新たに認定し、1件を候補地
域に移行するとともに、ほかの地域のモデルとなる地域と
して特別重点支援地域（日本遺産プレミアム）及び重点支
援地域を選定する等、日本遺産のブランド力の維持・強化
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を図りました。
また、日本遺産の認知度向上を図るため、令和6年10

月には、福島県会津若松市において、各認定地域が一堂に
会した「日本遺産フェスティバル㏌極上の会津」を開催
し、ブース出展等により地域の魅力発信を行うとともに、

＊1 参照：http://www.artmuseums.go.jp/

7年2月には、日本遺産の日である2月13日を記念して、
京都市において日本遺産マルシェを開催しました。今後と
も、これらの取組を通じて、日本遺産を活用した地域の活
性化や、日本文化の国内外への戦略的な発信に積極的に取
り組んでいきます。

		第5節第5節	 博物館・劇場等の振興	 博物館・劇場等の振興

1	博物館の振興
（1）博物館法改正と博物館の活性化

令和5年4月、約70年ぶりの大幅な見直しとなった改
正博物館法が施行され、地域の活性化拠点としての博物館
の役割が改めて規定されたほか、博物館数の増加や設置主
体の多様化等を受け、登録制度についても大きく見直され
ることとなりました。文化庁では今回の改正博物館法施行
を契機として、5年間の経過措置期間（9年度末まで）を
集中取組期間として設定しています。これに伴い、6年度
は、博物館資料のデジタル・アーカイブ化とその公開・発
信や、博物館における業務のDXに効果的に取り組む館の
事業を支援し、データの活用や業務フローの効率化を図る
Innovate MUSEUM事業や、博物館の経営基盤強化を目
指すべく、博物館振興団体における外部資金獲得のための
調査研究、今後求められる学芸員の資質の獲得と向上を目
的とした各種研修の開催等を実施したところです。

（２）美術品補償制度
「展覧会における美術品損害の補償に関する法律」に基

づいて、展覧会のために海外等から借り受けた美術品に損
害が生じた場合にその損害を政府が補償する「美術品補償
制度」が設けられています。この制度の創設以来、令和7
年4月末現在で55件の展覧会が美術品補償制度の対象に
なっています。美術品補償制度によって、展覧会の主催者
の保険料負担が軽減され、広く全国で優れた展覧会が安定
的・継続的に開催されることが期待されています。

また、「海外の美術品等の我が国における公開の促進に
関する法律」によって、従来は強制執行等の禁止措置が担
保されていないために借り受けることが困難であった海外
の美術品等を公開する展覧会の開催が可能となっていま
す。

（3）登録美術品制度
「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に

基づいて、優れた美術品の美術館や博物館における公開を
促進する「登録美術品制度」が設けられています。この制

度は、優れた美術品について、個人や企業等の所有者から
の申請に基づき、専門家の意見を参考にして文化庁長官が
登録するものです。登録された美術品は、所有者と美術館
の設置者との間で結ばれる登録美術品公開契約に基づき、
当該美術館で5年以上の期間にわたって計画的に公開・保
管されます。また、登録美術品については、相続税の物納
の特例措置が設けられています。なお、令和2年度税制改
正大綱を受けた3年4月の登録基準の改正により登録対象
が拡大し、制作者が生存中である美術品のうち一定のもの
が加わりました。

（4）国立施設の取組
①国立美術館

国立美術館では、東京国立近代美術館、国立工芸館、京
都国立近代美術館、国立映画アーカイブ、国立西洋美術
館、国立国際美術館、国立新美術館を設置しています。各
国立美術館は、それぞれの特色を生かしつつ、連携・協力
して、美術作品の収集・展示、教育普及活動やこれらに関
する調査研究を行うとともに、我が国の美術振興の拠点と
して、国内外の研究者との交流、学芸員の資質向上のため
の研修、公私立美術館に対する助言、地方における巡回展
等を行っています＊1。また、国立アートリサーチセンター
では、国内外の美術館、研究機関をはじめ関係者と連携・
協力し、アート振興の基盤整備及び国際発信と持続的な発
展に寄与するための活動に取り組んでいます。

令和6年度に開催した主な展覧会としては「ハニワと土
偶の近代」（東京国立近代美術館）、「心象工芸展」（国立工
芸館）、「LOVEファッション―私を着がえるとき」（京都
国立近代美術館）、「モネ 睡蓮のとき」（国立西洋美術館）、

「梅津庸一 クリスタルパレス」（国立国際美術館）、「荒川
ナッシュ医 ペインティングス・アー・ポップスターズ」

（国立新美術館）などが挙げられます。そのほか、国立映
画アーカイブは、「メキシコ映画の大回顧」の上映などを
行いました。

令和6年度の国立アートリサーチセンターにおける主な
取組としては、日本の現代美術の国際的な存在感向上を目
指して、釜山ビエンナーレやハワイトリエンナーレなど日
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本のアーティストが参加する国際展を6件支援したほか、
あらゆる人が美術館にアクセスできる機会の充実のため、
美術館関係者に向けた『合理的配慮のハンドブック』の配
布やアクセシビリティに関するシンポジウムの開催、e
ラーニング講座「ふかふかTV」の配信を行い、全国の美
術館での取組を促進しました。

②国立文化財機構
国立文化財機構は、東京国立博物館、京都国立博物館、

奈良国立博物館、九州国立博物館に令和5年10月に宮内
庁から移管された皇居三の丸尚蔵館を加えた五つの国立博
物館を設置し、有形文化財を収集・保管して広く観覧に供
するとともに、東京文化財研究所、奈良文化財研究所、ア
ジア太平洋無形文化遺産研究センターを加えた8施設と、
本部に設置された文化財活用センター及び文化財防災セン
ターにおいて調査・研究等を行うことにより、貴重な国民
的財産である文化財の保存と活用を図ることを目的として
います＊2。国立博物館では、収蔵する国宝・重要文化財等
を活用し、日本の歴史・伝統文化や東洋文化の魅力を国内
外に発信する拠点としての役割を担っています。令和6年
度に開催した主な特別展は「神護寺―空海と真言密教のは
じまり」（東京国立博物館）、「雪舟伝説―「画聖（カリス
マ）」の誕生―」（京都国立博物館）、「空海　KŪKAI―密
教のルーツとマンダラ世界」（奈良国立博物館）、「はにわ」

（九州国立博物館）などが挙げられます。各研究所では、
貴重な文化財を次代へ継承していくために必要な知識・技
術の基盤の形成に寄与するための調査研究を行っていま
す。

令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震への
対応として、文化財防災センターが中心となり、被災文化
財等救援事業（文化財レスキュー事業）と被災建造物復旧
支援事業（文化財ドクター派遣事業）を進めています。

文化財活用センターでは、企業と共同して文化財に親し
むためのコンテンツ開発とモデル事業を推進するととも
に、文化財機構の所蔵品を国内博物館等に貸し出し、地域
ゆかりの歴史や文化をテーマとする展覧会への活用を図る
所蔵品貸与促進事業、文化財の保存と活用を目的とする
ファンドレイジング事業等を実施しています。

③国立科学博物館
国立科学博物館は、国立で唯一の総合科学博物館であ

り、自然史、科学技術史に関する調査・研究、標本・資料
の収集・保管とその継承を進めるとともに、調査研究の成
果や標本・資料を生かして展示や学習支援活動を実施して

＊2 参照：https://www.nich.go.jp/
＊3 参照：https://www.kahaku.go.jp
＊4 参照：https://nama.bunka.go.jp/

います＊3。
令和6年度は、展示活動については、多様な機関との連

携・協力を図りながら、内容や手法等を工夫した多彩で魅
力的な展示を実施するとともに、今後の常設展示の改修に
ついて引き続き検討を進めました。

特別展については、「大哺乳類展3－わけてつなげて大
行進」、「昆虫 MANIAC」、「鳥 ～ゲノム解析が解き明か
す新しい鳥類の系統～」、「古代DNA―日本人のきた道―」
を、企画展については、「知られざる海生無脊椎動物の世
界」、「高山植物～高嶺の花たちの多様性と生命のつながり
～」、「貝類展：人はなぜ貝に魅せられるのか」、気象業務
150周年企画展「地球を測る」等を開催しました。さら
に、令和3年度に巡回を開始した巡回展「WHO ARE 
WE」や「ポケモン化石博物館」の巡回を引き続き実施し
ました。

学習支援活動については、未就学児から成人まで幅広い
世代に自然や科学の面白さを伝え共に考える機会を提供す
る講座等や、全国64館の博物館等と協働した「教員のた
めの博物館の日」等を実施しました。

また、遠隔地の方等が自宅からでも博物館体験ができる
よう、バーチャル企画展「高山植物」の公開やバーチャル
ガイドツアーの実施、研究者による研究や展示解説の
YouTube等の動画、及びライブ配信等の様々なコンテン
ツを展開しました。

④国立近現代建築資料館
国立近現代建築資料館は、近現代建築に関する資料（図

面など）を次世代に継承するための保存と活用を行う建築
資料専門のアーカイブズ施設＊4です。

同館では、近現代建築資料に関する情報収集、資料の収
集・保管・公開及び調査研究を行うとともに、展覧会の開
催を通じて、我が国の建築文化に対する国民への理解増進
を図っています。

令和6年度は、「建築家・堀口捨己の探求」（8月9日か
ら10月27日）及び「日本の万国博覧会1970-2005」（第
1部「EXPO’70技術・デザイン・芸術の融合」（7年3月
8日から5月25日）を開催しました。

また、収集資料のデジタル化についても積極的に実施
し、利用者の利便性向上に向けた取組も進めています。
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建築家・堀口捨己の探求 会場 

日本の万国博覧会1970-2005  
第 1 部「EXPO’70 技術・デザイン・芸術の融合」会場

⑤国立アイヌ民族博物館
令和2年に開館した国立アイヌ民族博物館は、先住民族

アイヌを主題とした初の国立博物館であり、また、アイヌ
文化の復興・発展の拠点となるウポポイ＊5（民族共生象徴
空間）の中核施設です＊6。「先住民族であるアイヌの尊厳を
尊重し、国内外にアイヌの歴史・文化等に関する正しい認
識と理解を促進するとともに、新たなアイヌ文化の創造及
び発展に寄与する」という理念の下、「私たちの」という
切り口で、アイヌの視点から紹介する六つのテーマで構成
する基本展示や、体験キットを手に取って体感できる探究
展示“テンパテンパ＊7”、高精細の映像が楽しめるシア

＊5 ウポポイとは、“（おおぜいで）歌うこと”というアイヌ語による愛称。
＊6 参照：https://nam.go.jp/
＊7 テンパテンパとは、“触ってね”というアイヌ語による愛称。
＊8 プンカㇻとは、ブドウ、サルナシなどの“植物の蔓”を意味するアイヌ語であり、「アイヌ文化でつながる博物館等ネットワーク事業」の愛称。

ターの映像等を通して、アイヌの歴史や文化を総合的・一
体的に展示します。

また、館内の第一言語をアイヌ語とし、サインや展示解
説等にアイヌ語を積極的に使用するとともに、最大8言語
の多言語対応により、多様な来館者の理解促進とアイヌ語
に触れる機会の創出を図ることとしています。

令和6年度は、特別展示「生誕90周年記念　藤戸竹喜の
世界展」や、松浦武四郎記念館等を会場としたプンカラ＊8

協働展示「Punkar network×MIE2024 三重から北海
道へ ―アイヌ文化と出会った人々―」等を開催しました。

国立アイヌ民族博物館

伝統的な文様が印象的なエントランス

2	劇場・音楽堂等の振興
（1）劇場・音楽堂等の活性化

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律及び「劇場、音楽
堂等の事業の活性化のための取組に関する指針」の趣旨を
踏まえ、文化拠点である劇場、音楽堂等が行う実演芸術の
創造発信や、専門的人材の養成、普及啓発事業等を支援す
ることによって、劇場、音楽堂等の活性化を図るととも
に、地域コミュニティの創造と再生を推進しています。
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（２）�障害者等に対応した劇場・音楽堂等に関する税制
措置

平成30年、障害者や高齢者に対して高度なバリアフ
リー対策を行った劇場・音楽堂等に対し、固定資産税等を
減免する時限の特例措置が創設されました。本特例措置の
期限は令和7年度まで延長されており、本措置や関連予算
を通じて、劇場・音楽堂等におけるバリアフリー化の取組
を推進しています。

（3）日本芸術文化振興会
①伝統芸能の保存・振興

我が国の伝統芸能の振興の拠点として、国立劇場、国立
演芸場、国立能楽堂、国立文楽劇場、国立劇場おきなわが
設置されています。日本芸術文化振興会は、これらの5館
を通して、歌舞伎、文楽、舞踊、邦楽、大衆芸能（落語、
講談、浪曲、漫才、太神楽、奇術等）、能楽、組踊等の伝
統芸能の公開や、伝承者の養成、伝統芸能に関する調査研
究・資料の収集及び活用、劇場施設の貸与等を行っていま
す。

なお、国立劇場・国立演芸場は施設の老朽化に伴い、令
和5年10月末に閉場しました。今後、一刻も早い再開場
に向けて再整備を進めていきます。閉場に伴い、公演事業
や伝承者の養成を他の劇場・施設等において継続するとと
もに、伝統芸能の公演機会の確保に関する支援についても
取り組んでいきます。

令和6年度の公演事業では、計142公演（826回）を
実施しました。6年9月には、新国立劇場中劇場にて「歌
舞伎名作入門」を、同小劇場で「文楽鑑賞教室」を実施
し、共に「夏祭浪花鑑」を取り上げ、相乗効果を図りまし
た。初春歌舞伎公演では同劇場において義太夫狂言の名作

「彦山権現誓助剣」を、代替劇場として初の本格的な通し
狂言として上演しました。

文楽では、国立文楽劇場開場40周年記念、十一代目豊
竹若太夫の襲名披露や吉田和生の文化功労者顕彰記念とい
う慶事を祝う公演を開催するとともに、当代の総力を結集
した配役で文楽屈指の大作「仮名手本忠臣蔵」「妹背山婦
女庭訓」の本格的な通し上演を実施し、高い関心を集めま
した（国立劇場、国立文楽劇場）。

大衆芸能では、日本演芸家連合の出演による「演芸大に
ぎわい～東から西から～」等の公演を実施しました（国立
演芸場）。

能楽では、復曲能「武文」を35年ぶりに台本・演出を
再検討して上演するなど、意欲的な公演の数々に多くの来
場者を得ました（国立能楽堂）。

組踊等については、1838年の史料に基づき、舞台構造

＊9 参照：https://www.nntt.jac.go.jp

と衣装を復元した組踊「大川敵討―糺しの場より敵討まで
―」や第11回創作舞踊大賞で入賞した作品等の上演を行
いました（国立劇場おきなわ）。

また、各分野において青少年や社会人、外国人等を対象
とした公演を上演しました。

伝承者養成事業では、令和7年3月現在、歌舞伎俳優6
人、大衆芸能（太神楽）2人、能楽6人、文楽2人、組踊
8人がそれぞれ研修中です。

また、伝統芸能に関する調査研究を継続的に実施してい
るほか、各館において展示や各種講座等を実施し、伝統芸
能に関する理解促進と普及に努めています。

②現代舞台芸術の振興・普及
我が国の現代舞台芸術の振興の拠点として、新国立劇場

が設置されています。日本芸術文化振興会は、新国立劇場
を通して、オペラ、バレエ、現代舞踊、演劇等の公演の実
施や、実演家等の研修、現代舞台芸術に関する調査研究・
資料の収集及び活用、劇場施設の貸与等を行っていま
す＊9。

令和6年度の公演事業としては、オペラ「ウィリアム・
テル」、バレエ「眠れる森の美女」、現代舞踊「DANCE 
to the Future 2024」、演劇「ピローマン」など、計25
公演（244回）を実施しました。実演家研修事業では、7
年3月現在、オペラ14人、バレエ23人、演劇33人がそ
れぞれ研修中です。また、新国立劇場館内や情報センター
において展示や各種講座等を実施し、現代舞台芸術の理解
促進と普及に努めています。

国立能楽堂
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		第6節第6節	 文化と経済の好循環の創出	 文化と経済の好循環の創出

1	芸術家等の活動基盤強化
我が国の文化芸術活動の持続可能な発展を図るために

は、文化芸術の担い手である芸術家等が専念して活動でき
るよう活動基盤の強化が必要です。文化庁では、令和4年
7月に「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイ
ドライン（検討のまとめ）」を公表し、取引の適正化の促
進等の観点から契約において明確にすべき事項等や契約書
のひな型等について示しました。また、適正な契約関係の
構築に向けた実効性確保のための方策として、芸術家等が
適正な契約関係構築等のために必要な知識を身につけられ
る研修会を実施しているほか、契約や活動に関係して生じ
る疑問やトラブルについて弁護士が無料で相談に対応する
相談窓口の開設等を行うなど、文化芸術関係者の活動環境
の改善に向けた取組を進めています。さらに、6年6月に
文化庁に検討会議を設置し、文化芸術団体がハラスメント
などの問題に対し主体的に果たすべき役割や、文化庁の講
ずべき施策に関する報告を取りまとめました。同報告の内
容に基づき、必要な取組を進めていきます。

2	文化芸術エコシステムの形成促進
国・地方公共団体・企業・個人が文化への戦略的投資を

拡大し、文化を起点に産業等他分野と連携し、創出された
新たな価値が文化に再投資され、持続的に発展する「文化
と経済の好循環」を目指し、平成29年12月に「文化経済
戦略」を策定しました。さらに、この戦略推進のための主
要施策の内容や目標等を明らかにした「文化経済戦略アク
ションプラン」を30年8月に策定し、関係府省庁と緊密
に連携しながら文化経済戦略を推進していきます。また、
文化審議会に設置した文化経済部会の報告書（令和4年3
月）を踏まえ、6年度は、我が国における文化芸術エコシ
ステムの構築に向けた議論を継続したほか、同年4月に、
美術品（近現代分野）の鑑定評価における価格評価事業者
認定制度実施要項及びガイドラインを長官決定しました。
今後、更に議論を進め、文化芸術エコシステムの形成促進
に向けた具体的な取組を進めていきます。

3	文化芸術のグローバル展開の推進
文化芸術と経済の好循環の実現に当たっては、主として

国内のみを前提とした取組を超え、世界とつながり、国際
的に訴求する文化芸術コンテンツを創造するとともに、海
外における文化的・芸術的評価の価値軸を十分に踏まえた
戦略的な文化発信が必要となります。このため、日本文化

の戦略的な発信やグローバル展開を進め、文化芸術を通じ
た諸外国との相互理解の促進及び国家ブランド構築への貢
献を図ります。具体的には、トップレベルのアーティスト
等を発掘しグローバルに活躍するための総合的な支援、国
内外で開催する国際共同制作による公演等への支援、活字
コンテンツ、映画等の海外展開に対する支援等を行います。

特に、我が国のアート市場は世界のアート市場規模に比
して小規模にとどまっていることから、我が国のアート市
場の活性化とその持続的発展を可能とするよう、文化審議
会文化政策部会に設置したアート市場活性化ワーキンググ
ループの提言（令和3年3月）や文化経済部会アート振興
ワーキンググループの提言（4年3月）等を踏まえ、5年
3月に国立美術館に設立された国立アートリサーチセン
ターとも連携しながら、必要なシステム形成の方策につい
て、具体的な検討を進めています。加えて、我が国をアー
トの国際発信拠点とする取組として、国際的なアートフェ
ア誘致を目指した我が国のアートシーンの国際発信や国際
的なイベントにおけるアートの国際発信等を推進します。

また、世界で活躍する新進芸術家等を育成するため、美
術、音楽、舞踊、演劇等の分野において研修・発表の機会
を提供しています。特に、「新進芸術家海外研修制度」で
は、昭和42年以来、新進芸術家等が海外の大学や芸術団
体等で研修を受け、これまで多数の優秀な芸術家等を輩出
しています（図表2-7-16）。

さらに、例えば、2030年以降の開発アジェンダに関す
る議論において文化を独立した目標として含めることな
ど、地球規模の課題とその解決に向けた文化の役割と貢献
を重要視する議論が国際的に活発になってきている状況を
踏まえ、我が国の文化芸術政策にこれらの観点を反映し、
その解決に貢献していきます。

図表2-7-16 新進芸術家海外研修制度のこれまでの
派遣者の例

奥谷　　博 美術：洋画 昭和42年度
森下　洋子 舞踊：バレエ 昭和50年度
佐藤しのぶ 音楽：声楽 昭和59年度
大野　和士 音楽：指揮 昭和61年度
船越　　桂 美術：彫刻 昭和59年度
野田　秀樹 演劇：演出 平成 4 年度
諏訪内晶子 音楽：器楽 平成 6 年度
野村　萬斎 演劇：狂言 平成 6 年度
崔　　洋一 映画：監督 平成 8 年度
鴻上　尚史 演劇：演出 平成 9 年度
山中　千尋 音楽：ジャズピアノ 平成13年度
平山　素子 舞踊：モダンダンス 平成13年度
酒井　健治 音楽：作曲 平成16年度
塩田　千春 美術：現代美術 平成16年度
長塚　圭史 演劇：演出 平成20年度
萩原　麻未 音楽：ピアノ 平成21年度
濱口　竜介 映画：映画 平成27年度
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4	国際文化交流・協力の推進
（1）東アジア諸国や周年事業が設定された国々との交流

「東アジア文化都市」は、日中韓から都市を選定し、各
都市が連携して年間を通じて様々な文化交流事業を実施す
るものであり、平成26年から毎年選定されています。

令和6年には、日本の石川県、中国の大連市・濰
い

坊
ほう

市、
韓国の金

きん
海
かい

市が選定されました。（能登半島地震の影響に
より、石川県における「東アジア文化都市2024石川県」
は事業中止。）

また、我が国との外交関係開設等、両国関係における歴
史的な出来事を記念する節目となる周年や、政策的意義が
高いと考えられる機会を捉えた交流事業等を通じ、文化面
での友好と相互理解の促進を図ります。

（２）文化関係の国際的な会議への参加
①日中韓文化大臣会合

日中韓文化大臣会合は、文化交流・協力の強化に向けた
方策について、日中韓3か国の文化担当大臣が意見交換を
行うものです。令和6年9月に日本・京都市で開催された
第15回会合では、中国、韓国と意見交換を行い、成果文
書として「2024京都宣言」を発出しました。同会合では
7年の「東アジア文化都市」の正式決定に加え、

（1） 東アジア文化都市のほか、将来世代を含めた文化交
流のより一層の推進

（2） グローバルな公共財としての文化が持つ価値や役割
の確認と、その向上に向けた連携強化

（3） クリエイター等の創造環境の充実に関する連携強化
等について議論し成果を取りまとめました。

②ASEAN＋3文化大臣会合
ASEAN＋3文化大臣会合は、東南アジア諸国連合

（ASEAN）の10か国と対話国（日中韓3か国）の文化担
当大臣が、文化分野における協力について意見交換を行う
ものです。令和6年10月には、マレーシア・マラッカで
第11回「ASEAN＋3文化大臣会合」及び第6回「日
ASEAN文化大臣会合」が同時開催されました。会合では、

「ASEAN+3文化芸術協力に関する作業計画2022-2025」
及び「日ASEAN文化芸術協力に関する作業計画2022-
2025」の進捗報告のほか各国の現状や取組、課題等が共
有され、我が国からは、持続可能な社会の実現のための各
国間における協力の必要性を述べたほか、ASEANとの更
なる協力の継続、関係の強化を希望する旨を表明しまし
た。

③G20文化大臣会合
G20文化大臣会合は、G20の枠組みにおいて文化分野

での協力について意見交換を行うものです。令和6年11
月には、議長国ブラジルの呼びかけによりG20各国の文
化担当大臣・副大臣等及び国際機関の代表者の出席の下、
第5回文化大臣会合がブラジル・サルヴァドールで開催さ
れました。我が国からは、矢野文部科学審議官が参加し、
クリエイター等への支援の強化や、文化遺産のレジリエン
スの強化に関する重要性について発言しました。7年は、
議長国南アフリカの下で開催される予定となっています。

（3）芸術文化の国際交流の推進
芸術文化の国際交流の推進は、我が国の芸術文化水準の

向上を図るとともに我が国に対するイメージの向上や諸外
国との相互理解の促進に貢献するものです。文化庁では、
芸術文化の国際交流を推進するため、芸術団体が海外公演
を行ったり、有名な国際芸術祭に参加したり、海外映画祭
等に出品したりする取組を支援しています。

また、平成30年6月に「国際文化交流の祭典の実施の
推進に関する法律」が成立し、これに基づき31年3月に

「国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本計画」が
閣議決定されたことを踏まえ、日本にて行われ、世界の関
心を集める国際文化交流の祭典の実施を推進しています。

（4）文化財に関する国際交流・協力の推進
①文化遺産の保護における国際協力
「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関

する法律」や令和7年2月13日に改訂された「海外の文
化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する基本的な
方針」を踏まえ、文化遺産国際協力コンソーシアムの下
で、文化庁、外務省、大学・研究機関、民間助成団体等が
連携協力し、文化遺産の保護における国際協力を推進して
います。具体的には、国内の各研究機関等とネットワーク
を構築して、文化遺産国際協力に関する調査研究や普及啓
発等を行っています。

②国際社会からの要請等に基づく国際支援
「緊急的文化遺産国際貢献事業」では、平成16年度か

ら、紛争や自然災害によって被災した文化遺産について、
関係国や機関からの要請等に応じ、我が国の専門家の派遣
や相手国の専門家の招へいを行うなど緊急対応の専門家交
流事業を実施しています。令和6年度は、ウクライナを対
象に事業を実施しました。また、「文化遺産国際協力拠点
交流事業」では、平成19年度から、海外の国や地域にお
いて文化遺産の保護に重要な役割を果たす機関等との交流
や協力を行う拠点交流事業を実施し、現地で文化遺産の保
護に携わる人材の養成に取り組んでいます。令和6年度
は、トルコ、レバノン、ウズベキスタン等を対象に事業を
実施しました。
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③二国間取り決め等による国際交流・協力
（ア）二国間交流・協力

文化遺産の保護においては、様々な国と二国間交流・協
力を実施しています。令和6年度は、ベトナム、韓国、
フィリピンとの間で、我が国の専門家による文化財の保存
修復等に係る技術協力や相手国の専門家等を招へいした研
究交流事業等を実施しました。

（イ） 文化財保存修復研究国際センター（ICCROM）との
連携協力

我が国は、国際機関である文化財保存修復研究国際セン
ター（ICCROM：イクロム）に加盟し、分担金の拠出や
文化財調査官の派遣など国際的な研究事業等への協力を
行っています。

④文化財の不法な輸出入等の規制
不法な文化財取引を防止し、各国の文化財を不法な輸出

入等の危険から保護するため、我が国は平成14年に、「文
化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」を制定し、
ユネスコの「文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を
禁止し及び防止する手段に関する条約」を締結しました。

この法律は、外国の博物館等から盗取された文化財の輸
入を禁止しており、盗難被害にあった者は、民法で認めら
れている代価弁償を条件として、特例として回復請求期間
が10年間に延長されています。

また、武力紛争時における文化財を保護するため、「武
力紛争の際の文化財の保護に関する条約」（1954年ハーグ
条約）及び関連2議定書（1954年及び1999年）や「武
力紛争の際の文化財の保護に関する法律」等に基づいて、
武力紛争時に他国に占領された地域（被占領地域）から流

出した文化財の輸入が規制されています。このほかにも、
武力紛争の際に敵対行為として文化財を破壊又は損壊する
ことや、文化財を軍事的目的に利用すること等が罰則の対
象となっています。

5	「日本博2.0」の推進
「日本博2.0」は、2025年大阪・関西万博に向けて、最

高峰の文化資源を更に磨き上げるとともに、戦略的なプロ
モーションを推進し、年間を通じてインバウンド需要に的
確に応えることにより、訪日機運の醸成と万博から現地へ
の誘客を図る取組です。

令和6年度は、伝統芸能や舞台芸術、音楽、メディア芸
術、アートなど、計78事業を実施・採択したほか、大
阪・関西万博に向けて国外に発信するにふさわしいプロ
ジェクトや文化施設を認証する取組を実施しました。

6	興行入場券の適正な流通の確保
近年、興行入場券の高額転売が社会問題となっているこ

とを踏まえ、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興
行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消
費生活の安定等を目的とした「特定興行入場券の不正転売
の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法
律」（チケット不正転売禁止法）が、令和元年6月から施
行されました。本法律の適切な運用を図るため、国民への
周知等を行い、興行を通じた文化及びスポーツの振興を推
進しています。

		第7節第7節	 舞台芸術活動等の推進	 舞台芸術活動等の推進

1	舞台芸術等の創造活動への効果的な支援
我が国の文化芸術の振興を図るため、音楽、舞踊、演

劇、伝統芸能（能楽、文楽等）、大衆芸能（落語、漫才等）
の舞台芸術分野の水準向上に資する活動を重点的に支援す
る「舞台芸術等総合支援事業」を実施しています。このう
ち、各分野の特性に配慮した創造活動を推進する「公演創
造活動」では、複数年計画支援型28団体、公演事業支援
型158件を支援しています。このほか、我が国の芸術団
体の水準向上を図るとともに、国際発信力を強化し、我が
国の国際的なプレゼンスを高めることを目的とした「国際
芸術交流支援」では、海外公演24件、国際共同制作公演
6件、国際フェスティバル3件を支援しています。

芸術文化振興基金は、文化芸術活動に対する援助を継続
的・安定的に行うため、平成2年に設立されました。政府

からの出資金と民間からの寄附金を原資とした運用益を、
日本芸術文化振興会が行う、各種文化芸術活動への助成事
業に充てています。寄附金の受付は随時行っており、基金
の拡充に努めています。

〈芸術文化振興基金からの助成額（令和6年度）〉
・芸術創造普及活動　5億150万円
・地域文化振興活動　1億8,780万円
・文化振興普及団体活動　6,770万円

2	文化庁芸術祭・芸術選奨
文化庁では、昭和21年度から毎年秋に「文化庁芸術祭」

を開催しています。令和6年度は、オープニング公演を初
めて京都で開催し、「伝統芸能で彩る京の風景」を上演し
たほか、オペラ、オーケストラ、演劇、能楽、舞踊、現代
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舞踊、文楽、民俗芸能の九つの主催公演を実施しました。
また、文化庁では、昭和25年から毎年度、芸術各分野

において、優れた業績を挙げた方、又は新生面を開いた方
に対して、芸術選奨文部科学大臣賞、同新人賞を贈ってい

ます。令和6年度は、演劇、映画、音楽、舞踊、文学、美
術A、美術B、メディア芸術、放送、大衆芸能、芸術振興、
評論の12部門・46名と2組の受賞者に賞状と賞金が贈ら
れました。

文化庁芸術祭オープニング「伝統芸能で彩る京の風景」

京舞「萬歳」井上八千代 能「小鍛冶　白頭」金剛永謹・宝生欣哉 ほか

		第8節第8節	 メディア芸術の振興	 メディア芸術の振興

1	マンガ、アニメーション、ゲームなどのメ
ディア芸術の振興

マンガ、アニメーション、ゲームなどのメディア芸術は
広く国民に親しまれ、新たな芸術の創造や我が国の芸術全
体の活性化を促すとともに、海外から高く評価され、我が
国に対する理解や関心を高めています。メディア芸術の一
層の振興を図るため、文化庁では、優秀な若手クリエイ
ターの創作・発表機会の支援やアニメーター等への教育プ
ログラムの提供を通じ、次世代を担う人材の育成や水準の
向上に取り組むほか、メディア芸術作品・資料等の所蔵館
等におけるアーカイブの取組への支援等を通じ、それらの
収集・保存・活用を推進しています。令和6年度には、メ
ディア芸術クリエイター育成支援事業において、40件の
クリエイターの創作・発表活動への支援を行うとともに、
7年2月に成果発表イベント「ENCOUNTERS」を開催
しました。また、アーカイブの取組への支援として21件
の大学や民間団体等を支援しました。

2	日本映画の振興
映画は、演劇、音楽や美術などの諸芸術を含んだ総合芸

術であり、国民の最も身近な娯楽の一つとして生活の中に
定着しています。また、ある時代の国や地域の文化的状況
の表現であるとともに、その文化の特性を示すものです。
さらに、映画は海外に向けて日本文化を発信する上でも極
めて効果的な媒体であり、有力な知的財産として位置づけ
られています。

文化庁では、平成16年度から総合的な日本映画の振興
施策として、創造、発信・海外展開・人材交流、人材育成
に取り組んでいます。

具体的には、国際共同製作映画を含む日本映画の製作支
援、映画関係者によるシンポジウムなどの創作活動や交流
の推進、日本映画の海外映画祭への出品支援や若手監督等
の派遣など海外への日本文化発信、短編映画作品製作によ
る若手映画作家等育成事業などの人材育成を通じて、我が
国の映画の一層の振興に取り組んでいます。また、令和5
年度からは日本映画の国際競争力の一層の向上を図るた
め、我が国で開催される国際的な映画祭への支援の拡充を
図っています。
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		第9節第9節	 生活文化等の振興と保護	 生活文化等の振興と保護

1	生活文化等の振興と保護
生活文化・国民娯楽は、我が国の文化芸術に広がりを与

え、また、それを支える土台として機能するとともに、和
装や茶道、食文化など外国人がイメージする我が国の文化
を数多く含んでおり、正に我が国の魅力そのものとして、
観光振興や国際交流の推進等にも極めて重要な役割を果た
しています。文化庁では、こうした生活文化等が持つ多様
な価値と魅力を生かし発信するとともに、各分野に関する
実態調査を行い、生活文化の振興等を図っています。

令和6年度は、文化財保護法に基づき、新たに「華道」

を無形文化財として登録しました。また、生活文化調査研
究事業として新たに三分野の調査に着手し、各分野の歴史
的変遷や社会的評価等の整理を目的とした学術研究等の把
握など、今後の生活文化等に関する政策立案の基礎資料の
作成を行いました。

さらに、生活文化分野の活性化や新たな需要創出等を図
るため、生活文化創造・戦略展開事業として二事業を実施
しました。

マンガ、アニメなど世界のコンテンツ市場の規模は約
124兆円と、石油化学や半導体より大きくなっており、日
本由来のコンテンツの海外売上は鉄鋼産業、半導体産業の
輸出額に匹敵し、更なる成長が見込まれています。
我が国のマンガやアニメ、音楽、現代アート、伝統芸能
等のコンテンツは、海外でも高く評価されており、国内市
場に留まらず世界に発信することにより、我が国の成長力
の強化に資すると期待されます。こうした中、次代を担う
クリエイター等が、挑戦機会やサポート環境の不足等によ
り、活動を断念したり、国外に拠点を移したりすること
は、我が国の文化芸術創造やコンテンツ市場にとって大き
な損失となります。
我が国は、若手の頃から果敢に世界へ挑戦し、高い評価
を受けている芸術家をこれまでも多く輩出してきました。
例えば、ダンスアーティストのケント・モリ氏は、20代
に単身渡米後、マイケル・ジャクソンやマドンナをはじ
め、世界的なダンサーに評価を受けて活躍されています。
世界から評価される質の高いコンテンツを持続的に生み出
し、世界に発信していくためには、今後、国内外で活躍が
期待されるクリエイター・アーティストについて戦略的に
選抜し、公演・展示等の企画、制作から海外展開まで複数
年にわたって支援することが重要です。
このため、文化庁では、令和5年度補正予算において、
次代を担うクリエイター・アーティストの海外挑戦を通じ
た育成を支援するとともに、その活躍・発信の場である文
化施設の機能強化支援に弾力的かつ複数年度にわたって取
り組むための基金を、日本芸術文化振興会に設置し、本基
金を活用して「クリエイター等育成・文化施設高付加価値

化支援事業」を実施しています（令和5年度補正予算では
5年の基金の3年分の60億円を計上）。
さらに、令和6年度補正予算において、事業者向けの支

援を行う経済産業省と、産学官連携により大学・専門学校
等が取り組むクリエイター育成プログラムの開発への支援
を行う文部科学省の施策を本基金に統合し、両省で120
億円を計上しました。
本事業を通じて、クリエイター・コンテンツ産業に対す

る一貫的な支援体制を構築し、施策を抜本強化していきま
す。

ケント・モリ氏

クリエイター・アーティストの 
海外挑戦を通じた新たな育成支援の取組

Column

06
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2	食文化
我が国に根付いた多様な食文化は、各地の自然風土と調

和した先人の生きる知恵と経験の賜物であり、未来に継承
すべき伝統文化の一つです。文化庁では、食文化の振興に
向けて、文化審議会文化政策部会食文化ワーキンググルー
プにおいて取りまとめられた方向性に従って、施策を進め
ています。

令和6年度においては、食文化の明確化・価値化を進め
る取組として、文化財保護法に基づき、「手揉み製茶」及
び「敦賀のおぼろ昆布製造技術」等をそれぞれ国の登録無
形文化財及び登録無形民俗文化財に登録しました。また、
5年度に引き続き、特色ある食文化の継承・振興に取り組
む地方公共団体等に対して調査研究や地域での保護継承、
文化的価値を分かりやすく伝える「食文化ストーリー」の

＊10 参照：第2部第2章第1節 1（1）②

構築・発信等を行うモデル事例の形成を支援しました。さ
らに、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を

「100年フード」として認定し、文化庁とともに継承して
いくことを目指す取組を支援するとともに、その価値への
気づきを与えるための情報発信等を行いました。令和6年
12月には、「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産代
表一覧表に記載されたため、登録記念イベントや映像コン
テンツの制作・配信、メディア向けの勉強ツアー等、「伝
統的酒造り」の魅力をより一層発信する取組を行いました。

料理人等の生業としての魅力の発信、日本の食文化の価
値向上を目的とした新たな顕彰制度を創設するため、令和
6年9月から食文化分野における新たな顕彰制度の創設に
向けた有識者会議を開催し、7年2月には「食文化分野に
おける新たな顕彰制度創設に向けた提言」が取りまとめら
れました。

		第10節第10節	 子供たちの芸術教育の充実・文化芸術活動の推進	 子供たちの芸術教育の充実・文化芸術活動の推進

1	学校における芸術教育・文化部活動の環境整備
（1）学習指導要領の趣旨を踏まえた学校芸術教育の推進

平成30年10月から小学校の「音楽」、「図画工作」、中
学校の「音楽」、「美術」、高等学校の「芸術（音楽・美
術・工芸・書道）」等の芸術に関する教育に係る事務を文
部科学省本省から文化庁に移管しました。

学習指導要領では、育成を目指す資質・能力を生活や社
会の中の芸術や芸術文化と豊かに関わる資質・能力とし、
教科の目標を三つの柱で整理して＊10、これらが実現できる
ように示しています。内容については、目標に対応して三
つの柱で整理し、共通事項として表現と鑑賞の学習に共通
に必要となる資質・能力を示しています。

また、芸術教育の充実に資するため、伝統音楽指導者研
修会に加え、小・中・高等学校等で芸術系教科等を担当す
る教員の研修会を令和元年度から実施しています。

さらに、学校教育における全ての子供たちへの文化芸術
教育の充実を図るため、伝統文化やメディアアートなど現
代日本文化も含め現行の文化芸術教育の実態を把握しつ
つ、次期学習指導要領も含む今後の文化芸術教育の充実・
改善に向けた施策の方向性等について検討を行う「文化芸
術教育の充実・改善に向けた検討会議」を令和5年6月に
設置し、6年12月には「文化芸術教育の充実・改善に向
けた検討会議　審議のまとめ」が取りまとめられました。

（２）子供たちの体験活動機会拡大のための取組
子供たちが優れた舞台芸術を鑑賞するとともに、文化芸

術団体等による実技指導、ワークショップに参加し、さら
にこれらの団体等と本番の舞台で共演するなど、舞台芸術
に身近に触れる機会を提供する「学校における文化芸術鑑
賞・体験推進事業」を実施しています。令和6年度は、文
化庁が選定した一流の文化芸術団体が小・中学校等におい
て舞台芸術公演等を実施する学校巡回公演を1,678校、学
校が独自に選定した芸術家による実技披露、実技指導等を
行う芸術家派遣を771校で実施しました。

（3）文化部活動の環境整備のための取組
令和4年12月に、学校部活動の適正な運営や効率的・

効果的な活動の推進とともに、学校部活動の地域連携並び
に地域の運営団体・実施主体による地域文化クラブ活動へ
の移行に取り組むべく、平成30年の運動部活動と文化部
活動のガイドラインを統合した上で全面的に改定し、新た
に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関
する総合的なガイドライン」を策定しました。

少子化の中でも、将来にわたって子供たちが文化芸術活
動に継続して親しめる機会を確保できるよう、令和5年度
から7年度までの3年間を改革推進期間とし、休日の部活
動の地域連携・地域移行に取り組むため、指導者の質の保
障と量の確保、参加費用負担の支援等に関する自治体によ
る実証事業及び休日の活動日数・時間が多い吹奏楽部に対
して全国的な規模の文化芸術団体等を中心として地域移行
等の課題へ取り組む実証事業や、部活動指導員の配置支援
を実施しています。
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（4）全国高等学校総合文化祭の開催
高校生に文化部活動の成果発表の機会を提供して、創造

活動を推進し相互の交流を深めるため、都道府県、公益社
団法人全国高等学校文化連盟等との共催により、「全国高
等学校総合文化祭」（令和6年度は7月31日から8月5日
まで岐阜県で開催）、「全国高等学校総合文化祭優秀校東京
公演」（同年度は8月24日、25日に新国立劇場で開催）、

「全国高校生伝統文化フェスティバル」（同年度は12月14
日、15日に京都府で開催）をそれぞれ毎年開催していま
す（図表2-7-17）。

図表2-7-17 令和6年度開催部門一覧

開催部門

演劇、合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽、日本音楽、
吟詠剣詩舞、郷土芸能、マーチングバンド・バト
ントワリング、美術・工芸、書道、写真、放送、
囲碁、将棋、弁論、小倉百人一首かるた、新聞、
文芸、自然科学等

全国から約２万人の高校生が集い、規定１９部門のほか、開催県が
独自に行う協賛部門を加えて開催されます。

2	地域における文化芸術活動の推進
文化庁では、次代を担う子供たちに対して、舞踊、茶

道、華道、書道、和装、囲碁、将棋などの伝統文化・生活
文化等を計画的・継続的に体験・修得することができる機
会を提供するために、「伝統文化親子教室事業」を実施し
ています。令和6年度は3,384団体の活動を採択し、地方
公共団体等による取組を83件採択しました。

さらに、劇場・音楽堂等で子供たちが本格的な実演芸術
に触れる機会を創出するため、18歳以下の子供に無料で
鑑賞機会を提供する舞台公演への支援を行いました。

		第11節第11節	 文化芸術による共生社会の実現	 文化芸術による共生社会の実現

1	障害者等による文化芸術活動の推進
「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」（以下

「推進法」という。）に基づいて厚生労働省と共同で令和5
年3月に策定した「障害者による文化芸術活動の推進に関
する基本的な計画（第2期）」を踏まえ、関連する施策を
総合的かつ計画的に推進しています。

具体的には、文化芸術団体等が実施する、障害者の鑑
賞・創造の機会の拡大や作品等の発表の機会の確保等に関
する先導的な取組への支援や支援人材育成、障害者等と文
化施設をつなぐ中間支援団体等における鑑賞サポート等の
在り方についてのモデル開発、鑑賞に配慮した取組や利用
しやすい環境づくりに係る研修等に取り組んでいます。ま
た、助成採択した映画作品や劇場・音楽堂等において公演
される実演芸術のバリアフリー字幕・音声ガイド制作等へ
の支援、特別支援学校の生徒による作品の展示や舞台芸術
の発表の場の提供等の支援も行っています。

国立美術館、国立博物館では、障害者手帳をお持ちの方

（付き添いの方1名を含む）の展覧会の入場料を無料とし
ているほか、全国各地の劇場、コンサートホール、美術
館、博物館等において、車いす使用者も利用ができるトイ
レやエレベーターの設置等障害のある方々に対する環境改
善も進められています。

さらに、地方公共団体が、推進法に基づいて策定した地
域計画を踏まえて実施する取組に対して助成することで、
地方における取組を推進しています。

2	アイヌ文化の振興
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため

の施策の推進に関する法律」の規定に基づき業務を行う団
体として公益財団法人アイヌ民族文化財団が指定され、同
財団の行うアイヌに関する研究の推進、アイヌ語の振興、
アイヌ文化の伝承再生や文化交流、普及事業や伝承者の育
成事業等に対し、支援を行うとともに、国立アイヌ民族博
物館の運営を行っています。

		第12節第12節	 地域における文化の振興	 地域における文化の振興

1	多様な文化を生かした地域づくり
我が国には、全国各地に多様で豊かな文化が息づいてお

り、地域ごとの特色ある文化を生かして、地域振興につな
がる取組を支援しています。

（1）国民文化祭
国民文化祭は、観光やまちづくり、国際交流、福祉、教

育、産業などの施策と有機的に連携しつつ、地域の文化資
源等の特色を生かした、文化庁と都道府県等との共催によ
る文化の祭典です（図表2-7-18）。昭和61年度から開催
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しており、令和6年度は開会式に天皇皇后両陛下の御臨席
を仰ぎ、10月14日から11月24日まで岐阜県で開催しま
した。

また、平成29年度から、厚生労働省等主催の全国障害
者芸術・文化祭と同一の開催地及び期間にて一体的に開催
しています。

図表2-7-18 国民文化祭の主な内容

♦主な内容

主催事業 文化庁、開催地都道府県、市町村、文化団体等の
共催によるもの

【開会式・閉会式】
アマチュア文化活動の新たな文化の方向性を示すオープニングフェ
スティバルなど

【シンポジウム】
地域文化活動等を含めた日本文化の動向について、様々な側面から
テーマを設定して行う基調講演やパネルディスカッションなど

【分野別フェスティバル】
民俗芸能、民謡、オーケストラ、合唱、吹奏楽、演劇、文芸、美術、
舞踊、邦楽、生活文化等の分野ごとに、都道府県などから推薦され
た団体等を中心として行う公演、展覧会など

協賛事業
国民文化祭の趣旨に賛同して、全国の地方公共団
体や文化関係団体・企業等の主催により開催され
る各公演事業、コンクール、フェスティバル、展
示、講習会など

（２）文化芸術創造都市推進事業
文化芸術の持つ創造性を生かした地域振興、観光・産業

振興等に取り組む地方公共団体を支援するため、情報の収
集・提供、会議・研修の実施等を通じて、国内ネットワー
クを強化し、国全体が文化芸術の持つ創造性により活性化
するための基盤づくりを進めています。令和6年度は、総
会、幹事団体会議、現代芸術の国際展部会（横浜市）、創
造農村部会（真庭市）、国際ネットワーク部会（丹波篠山
市）、創造都市政策セミナー（越前市）等を開催し、時機
を得た情報交換等を行うとともに、ネットワークの活性化
のため、構成団体に対する定期的なメールニュースの配
信、部会やセミナーの一部公開開催等を行いました。

（3）地域文化共創基盤の構築
地方公共団体が主体となり、文化芸術分野の専門的人材

を活用して地域のアーツカウンシル機能の強化等に取り組
みながら行う、地域アーティストの活動支援、地域住民と
の協働、地域の芸・産学官との連携、地域の文化芸術資源
を活用した文化芸術活動の実施等、文化芸術創造拠点形成
に向けた総合的な取組を支援しています（令和6年度採択
実績：37件）。

また、国内外の芸術家等を招へいし、地域で芸術活動を
行うアーティスト・イン・レジデンス（AIR（エアー））
への支援により、地域における文化芸術創造・発信拠点の
形成及び文化芸術を基幹とした地域活性化を図っています

（令和6年度採択実績：8団体）。

		第13節第13節	 社会の変化に対応した国語に関する施策の推進	 社会の変化に対応した国語に関する施策の推進

1	国語施策の推進
国語は、国民の生活に密接に関係するとともに、我が国

の文化の基盤となるものです。時代の変化や社会の進展に
伴って生じる国語に関する諸問題に対応して、より適切な
国語の在り方を検討しながら、その改善のために必要な施
策を実施しています。

文化審議会国語分科会では、「これからの時代における
ローマ字使用の在り方について（諮問）」（令和6年5月
14日）に基づき、ローマ字のつづり方に関する検討を本
格化させ、同年12月に「「ローマ字使用の在り方」に関す
る審議経過」を公表して意見募集を実施しました。寄せら
れた意見等を踏まえて更に検討を進め、「ローマ字のつづ
り方に関する今期の審議のまとめ」（7年3月）を取りま
とめています。また、今後における望ましいデジタル言語
資源、特に言語コーパスの整備や活用の在り方等について
検討を行い、「今後における日本語のデジタル言語資源の
整備・活用の在り方（報告）」（7年3月）を取りまとめま

した。
こうした分科会での審議に資するため、文化庁では一般

の社会生活における国語の実態や国語に関する意識につい
て調査しています。令和6年度には、「ローマ字のつづり
方及び外来語の表記に関する意識調査」を実施しました。
これは、日本語の表記のよりどころとなる内閣告示として
示されてから「外来語の表記」が30年以上、「ローマ字の
つづり方」が約70年を経ていることから、表記に関する
現在の人々の意識を把握しようとするものです。

また、国語分科会におけるこれまでの審議テーマに関し
て協議する「国語問題研究協議会」と各地の有識者や国民
の声を聞くための「国語課題懇談会」（多賀城市）も開催
しました。

2	国語に関する世論調査
社会変化に伴う日本人の国語に対する意識の現状につい

て調査するため、平成7年度から毎年度「国語に関する世
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論調査」を実施しています＊11。令和6年9月に公表した5
年度調査では、国語や言葉の使い方、読書の在り方に関す
る問いのほか、新語や慣用句の意味等について調査しまし
た。これらの調査結果は国語分科会における審議で活用さ
れています。6年度調査は、7年1月から3月に郵送によ
る調査方法で実施しました。

また、同調査は、国民の国語に対する興味・関心の喚起
も目的としてきました。例えば、平成12年度から取り上
げてきた慣用句等の調査結果は、ウェブ動画「ことば食堂
へようこそ！」で取り上げるなど、より親しみやすい方法
でも紹介しています＊12。

3	消滅の危機にある言語・方言に関する取組
平 成 21 年 2 月 に 国 際 連 合 教 育 科 学 文 化 機 関

（UNESCO：ユネスコ）が、アイヌ語など日本国内の8
言語＊13が消滅の危機＊14にあると発表したこと（図表2-7-
19）及び「東日本大震災からの復興の基本方針」（23年8
月）を受けて、保存・継承に向けた調査研究や現況周知の
取組等を行っています。

それぞれの危機度や取組状況の調査結果を踏まえ、記録
不十分な地域の記録作成・啓発事業（令和6年度は東北大
学及び琉球大学に委託。）を実施し、危機的な状況を周知
するための「危機的な状況にある言語・方言サミット」（6
年度は東京都八丈島で開催。）、研究者と行政等担当者の情

＊11 参照：https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/index.html
＊12 参照：https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kotoba_shokudo/index.html
＊13 ユネスコでは、日本で「方言」として扱われる言葉も一括して「言語」として扱っている。
＊14 ユネスコでは、消滅の危機状況について、危機の度合いの高いものから順に、【絶滅】、【極めて深刻】、【重大な危険】、【危険】、【脆弱】、【安全】と表し

ている。
＊15 参照：https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/index.html

報交換の場としての「危機的な状況にある言語・方言に関
する研究協議会」を開催しています。

さらに、危機の度合いが「極めて深刻」とされたアイヌ
語を保存・継承し、学習に資するため、伝統的なアイヌ語
の音声資料を文字化し、翻訳や注釈を付して公開するアー
カイブ化に取り組んでいます。具体的には、アイヌ語のア
ナログ資料のデジタル化とアイヌ語のアーカイブ作成を
行っています。令和6年度は、約1,140本のアナログ資料
を対象としたデジタル化や、アーカイブ作成を行いまし
た。国立アイヌ民族博物館「アイヌ語アーカイブ」は成果
例です。

なお、平成22年度以降の消滅の危機にある言語・方言
に関する調査研究の結果等については、文化庁ウェブサイ
トで公開しています＊15。

図表2-7-19 日本における消滅の危機にある言語・
方言とユネスコによる危機状況評価

【絶　　　滅】該当なし
【極めて深刻】アイヌ語（北海道等）
【重大な危険】八重山語（石垣島、波

は

照
てる

間
ま

島等）
　　　　　　 与

よ

那
な

国
ぐに

語（与那国島）
【危　　　険】八丈語（八丈島，青ヶ島等）
　　　　　　 奄

あま

美
み

語（奄美大島，喜
き

界
かい

島北部，徳
とく

之
の

島等）
　　　　　　 国

くに

頭
がみ

語（沖縄本島北部，与
よ

論
ろん

島，沖
おき

永
のえ

良
ら

部
ぶ

島、喜界島南部等）
　　　　　　 沖縄語（沖縄本島中南部，久

く

米
め

島等）
　　　　　　 宮古語（宮古島，多

た

良
ら

間
ま

島等）
【脆

ぜい

　　　弱】該当なし
【安　　　全】記載をせず

		第14節第14節	 新しい時代に対応した著作権施策の展開	 新しい時代に対応した著作権施策の展開

1	簡素で一元的な権利処理と対価還元に資する
未管理著作物裁定制度について

今日では、デジタル・ネットワークの発達に伴い、コン
テンツの創作や発信、利用が容易になり、これまで主流で
あった出版社やテレビ局のような「プロ」が関わるのでは
なく、一般の方が創作しインターネット上に掲載したコン
テンツや過去の作品の新たな利用ニーズが高まってきまし
た。このため、許諾を得て利用することが難しいコンテン
ツについて、適法な利用を促し、それにより発生した対価
を著作権者に還元する仕組みとなる新たな裁定制度（未管
理著作物裁定制度）を創設すべく、令和5年5月に著作権
法の一部が改正されました。この改正法が施行される8年

の春頃から、本制度は開始される予定です。
本制度は、集中管理がされておらず、その利用可否に係

る著作権者等の意思が明確でない著作物等について、文化
庁長官の裁定を受け、補償金を支払うことで、時限的な利
用を可能とするものです。また、本制度では、手続の簡素
化・迅速化及び適正な手続を実現すべく、文化庁長官によ
る登録や指定を受けた民間機関が、利用者の窓口となって
手続を担うことができることとされています。（図表2-7-
20）文化庁においては、令和8年の春頃からの制度の着
実な実施に向けた準備を進めるとともに、著作物の権利情
報をより円滑に把握できるよう、分野横断権利情報検索シ
ステムの構築に向けた検討を行い、制度の趣旨について社
会全体に向けた周知・啓発などに取り組んでいます。
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図表2-7-20 未管理著作物裁定フロー

① 連絡先情報がない場合
・ 登録確認機関に申請

（注）書籍の奥付、CDのパッケージ、コンテンツ配信プラットフォーム
の利用案内等

３営業日
程度

【確認事項】

（１）未管理著作物裁定制度の対象となる著作物に
  該当すること
・  公表又は相当期間にわたり公衆に提供・提示

  されている
・  集中管理されていない
・  利用の可否に係る意思表示（「利用禁止」

  「利用の際は事前に許諾を得てください」等の
  記載）がされていない
→いずれかを満たさない場合は対象外

（２）著作者が利用を廃絶しようとしている事情（発行
  した本が全て回収されている等）がないこと
→利用を廃絶しようとする事情がある場合は対象外

（３）権利者等の連絡先情報の有無

   →国外の連絡先情報のみがある場合は対象外

検討
・ 著作物周辺（注）の確認
・ 分野横断権利情報検索システムでの確認
・ インターネットでの検索

・意思確認
・申請及び手数料納付

利
用

指
定
補
償
金
管
理
機
関
に
補
償
金
を
支
払
い
、
利
用
開
始

未管理著作物裁定フロー

裁
定
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庁
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官
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る
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定
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額
決
定

著
作
物
を
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用
し
た
い
が
、
利
用
の
可
否
等
が
明
ら
か
で
な
い

② 連絡先情報がある場合
・ 入手した連絡先（複数ある場合は２つ）に連絡し、２週間応答がない
ことを確認   →応答があった場合は対象外

 ・ 登録確認機関に申請

②－２ 意思確認終了後に申請する場合

②－１ 意思確認中に申請する場合

要件確認終
５営業日程度

２週間
連絡

申請

意思確認終

意思確認
登録確認機関に
よる要件確認等

申請 要件確認終
５営業日程度

登録確認機関に
よる要件確認等

要件
確認終５営業日程度

２週間
連絡

申請

意思確認終

意思確認
登録確認機関に
よる要件確認等

※手数料は、申請後に権利者から応答があった場合も返金されない

① 連絡先情報がない場合…申請から裁定まで８８営営業業日日程程度度
②－１ 意思確認中に申請する場合…意思確認の連絡から裁定まで２２週週間間＋＋３３営営業業日日程程度度
②－２ 意思確認終了後に申請する場合…意思確認の連絡から裁定まで２２週週間間＋＋８８営営業業日日程程度度

＊16 侵害コンテンツへのリンク情報等を集約してユーザーを侵害コンテンツに誘導するリーチサイト等における侵害コンテンツへのリンク提供や、侵害コン
テンツと知りながらダウンロードする行為について、私的使用目的であっても一定の要件の下で違法とされた。

2	AIと著作権
昨今のAIを巡る技術革新は、その活用による社会変革

に期待する声と、その利用に伴うリスクを懸念する声があ
り、国内・国外を問わず議論が進められてきました。

こうした懸念の声を受け、著作権との関係について、ク
リエイター等の関係者の懸念を払拭すべく、文化審議会著
作権分科会法制度小委員会で議論を行い、著作権者の許諾
なくAI学習に著作物等が利用できる場合や、AI生成物の
生成・利用が著作権侵害となる場合等について、現行法に
おける考え方を明らかにした「AIと著作権に関する考え
方について」を取りまとめました（令和6年3月）。

その後、文化庁では、本文書で取りまとめた内容をより
多くの方にご理解いただくため、関係当事者に向け分かり
やすくまとめた「AIと著作権に関するチェックリスト＆
ガイダンス」の公表（令和6年7月）やAIと著作権を

テーマとする「著作権セミナー」の開催（同年8月）な
ど、周知・啓発に努めているほか、関係当事者間のコミュ
ニケーションの場の形成にも取り組んでいます。

3	著作権侵害（海賊版）対策について
近年のデジタルコンテンツ需要の高まりと相まって、著

作権侵害状況は過去最悪の状況となっています。
こうした状況を踏まえ、政府は、「インターネット上の

海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表」を令和
元年10月に作成（6年5月更新）し、政府一丸となって
対策を進めています。

文化庁においては、侵害コンテンツのダウンロード違法
化を含む著作権法改正＊16、国内外における著作権侵害対策
に関する普及啓発等、様々な取組を進めているところで
す。
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（1）国内外における著作権侵害対策
文化庁は著作権侵害対策に取り組んでいますが、具体的

には、国内外における著作権保護の推進のため侵害発生
国・地域への働きかけ、国内権利者による権利行使を支援
するための相談窓口の運営、著作権保護の理解を深めるた
めの普及啓発を進めています。加えて、世界知的所有権機
関（WIPO）＊17に対して毎年信託基金を拠出し、主にアジ
ア・太平洋地域の各国の著作権制度の整備や普及啓発等を
促進しています。

（２）国際的ルールづくりへの参画
国際的ルールづくりとして、現在WIPOにおいて放送

機関に関する新条約の策定に向けた議論等が行われてお
り、我が国は積極的に参画しています。

4	著作権教育の充実
デジタル・ネットワーク技術の急速な進展に伴い、ソー

＊17 WIPOは、知的財産権の国際的保護の促進等を目的として1970（昭和45）年に設立された国連の専門機関。国際条約の作成・管理を行うとともに、各
国の法令整備の支援や開発途上国に対する法律・技術上の援助、情報の収集・提供等を実施。

＊18 参照：https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/index.html

シャルメディアなどを使って誰もが著作物を創作・発信で
きるようになりました。このような社会においては、発達
段階に応じて著作権に関する意識や知識を身に付けること
が必要とされており、小・中学校や高等学校の学習指導要
領においては著作権について取り扱うとともに、新たな発
見や思考の源泉となる創造性を育み、知的財産の保護・活
用の重要性に対する理解の増進と態度形成を図る「知財創
造教育」が実践されています。このような学校現場での著
作権教育の推進に資するため、文化庁では、毎年、教職員
や情報通信技術（ICT）支援員を対象とした講習会を開催
するとともに、文化庁ウェブサイトを通じ、児童生徒を対
象とした学習教材を提供しています。このほか、地方行政
や図書館等の職員、一般の方々を対象とした講習会の実施
のほか、著作権に関するQ＆A集の作成・公開など、著
作権に関する普及啓発・教育に取り組んでいます＊18。

		第15節第15節	 宗教法人制度と宗務行政	 宗教法人制度と宗務行政

1	宗教法人制度の概要
現在、我が国には、教派、宗派、教団といった大規模な

宗教団体や、神社、寺院、教会等の大小様々な宗教団体が
存在し、多様な宗教活動を行っています（図表2-7-21）。
そのうち、約18万の宗教団体が宗教法人法に基づく宗教
法人となっています（図表2-7-22）。

宗教法人法の目的は、宗教団体に法人格を与え、宗教団
体が自由で自主的な活動を行うための財産や団体組織の管
理の基礎を確保することにあります。宗教法人制度は、憲
法の保障する信教の自由、政教分離の原則の下で、宗教法
人の宗教活動の自由を最大限に保障するため、所轄庁の関
与をできるだけ少なくし、各宗教法人の自主的・自律的な
運営に委ねる一方で、その責任を明確にし、その公共性に
配慮することを骨子としています。

図表2-7-21 系統別信者数

系統別信者数
総数　1億7,223万2,847人（令和5年12月31日現在）

（注）信者の把握の基準は宗教団体により異なる。

仏教系
81,069,419人
（47.1%）

神道系
83,371,429人
（48.4%）

諸教
6,545,257人
（3.8%）

キリスト教系
1,246,742人
（0.7%）

（出典）文化庁編『宗教年鑑』（令和6年版）
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図表2-7-22 宗教法人数

（令和 5 年12月31日現在）

区分

系統
包　　括 
宗教法人

単　　位 
宗教法人 合　　計所

轄

文
部
科
学
大
臣
所
轄

神 道 系 119 91 210
仏 教 系 155 333 488
キリスト教系 66 259 325
諸 教 26 119 145

計 366 802 1,168

都
道
府
県
知
事
所
轄

神 道 系 6 84,022 84,028
仏 教 系 11 76,269 76,280
キリスト教系 7 4,528 4,535
諸 教 1 12,909 12,910

計 25 177,728 177,753
合　　　計 391 178,530 178,921

（注）1 　文部科学大臣所轄：複数の都道府県に境内建物を有する宗教
法人や当該法人を包括する宗教法人

2 　都道府県知事所轄：単一の都道府県内のみに境内建物を有す
る宗教法人

3　包括宗教法人：単位宗教法人を包括する教派、宗派、教団等
4　単位宗教法人：礼拝施設を備える神社、寺院、教会等

（出典）文化庁編『宗教年鑑』（令和 6 年版）

2	宗務行政の推進
（1）宗教法人の管理運営の推進等

都道府県の宗務行政に対する助言や、都道府県事務担当
者の研修会、宗教法人のための実務研修会の実施、手引書
の作成等を行っています。また、我が国における宗教の動
向を把握するため、毎年度、宗教界の協力を得て宗教法人
に関する「宗教統計調査」を実施し、「宗教年鑑」として
発行するほか、宗教に関する資料の収集等を行っていま
す。

また、宗教法人「世界平和統一家庭連合」（旧統一教会）
については、文部科学大臣が令和5年10月13日に東京地
方裁判所に解散命令の請求を行い、審理が行われたとこ
ろ、7年3月25日に、宗教法人法に定める解散命令の事
由に該当する事実があると判断され、当該法人の解散を命
じる決定が下されました。その後、当該法人の即時抗告に
より、東京高等裁判所に事件が係属しています。また、5
年12月30日に施行された「特定不法行為等に係る被害者
の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援セン
ターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管
理の特例に関する法律」に基づき、6年3月7日に、「指
定宗教法人」の指定の公示を行い、当該法人から四半期ご
とに財務書類等の提出を受け、財産の処分及び管理の状況
を把握しています。

あわせて、旧統一教会の被害者等への支援については、
令和6年1月19日に、「「旧統一教会」問題に係る被害者
等への支援に関する関係閣僚会議」において支援の充実・

強化策が取りまとめられたことも踏まえて、スクールカウ
ンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置充実による
相談しやすい環境の整備や修学に係る経済的な困難を抱え
る児童生徒等への修学支援等に取り組んでいます。

（２）不活動宗教法人対策の推進
宗教法人の中には、設立後、何らかの事情によって活動

を停止してしまったものがあり、文化庁では、これを「不
活動宗教法人」として、その対策を推進しています。不活
動宗教法人は、その法人格が売買の対象となり、第三者が
法人格を悪用して事業を行うなど社会的な問題を引き起こ
すおそれがあり、ひいては宗教法人制度全体に対する社会
的信頼を損なうことにもなりかねないためです。

このため、文化庁と都道府県は、不活動宗教法人を確実
に把握した上で、これらの法人の迅速な整理に取り組んで
います。具体的には、これらの法人の活動の実態等につい
て事実関係を確認した上で、宗教法人法に定める解散命令
の事由に当たると認められる場合は、所轄庁が裁判所に解
散命令の請求を行うこととしているほか、当該法人の状況
によっては、活動の再開を促すことや、吸収合併や任意解
散の認証を行うこととしています。また、文化庁では「不
活動宗教法人対策推進事業」により、各都道府県が実施す
る不活動宗教法人対策に必要となる経費を支援していま
す。

（3）宗教法人審議会
宗教法人の信教の自由を保障し、宗教上の特性等に配慮

するため、文部科学大臣の諮問機関として宗教法人審議会
が設置されています。

宗教年鑑など
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